
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三浦市公共下水道（東部処理区） 

運営事業 

 

モニタリング実施計画書 

 

 

 

 

 

令和 5 年 3 月 

 

三浦市



 

 

  



 

 

目次 
第１ 総論 ........................................................................ 1 

１ モニタリング実施計画の位置付けと目的 ........................................ 1 

２ モニタリングの体制 .......................................................... 2 

３ モニタリング実施計画書の変更 ................................................ 3 

第２ モニタリングの方法 .......................................................... 4 

１ モニタリングの概要 .......................................................... 4 

（１） 書類による確認 ........................................................... 5 

（２） 会議体による確認 ......................................................... 5 

（３） 現地における確認 ......................................................... 6 

２ 運営権者によるセルフモニタリングの時期・内容・様式 .......................... 6 

３ 市によるモニタリングの時期・内容・様式 ...................................... 6 

４ モニタリング結果の記録 ...................................................... 6 

５ モニタリング結果等の公表 .................................................... 6 

（１） 実施計画の公表 ........................................................... 6 

（２） モニタリング結果の月次公表 ............................................... 6 

（３） モニタリング結果の年次公表 ............................................... 6 

（４） 契約内容未達時の措置の公表 ............................................... 6 

第３ 要求水準違反時の措置 ........................................................ 7 

１ 要求水準違反時の措置 ........................................................ 7 

第４ 事業終了時のモニタリング .................................................... 8 

 

  



1 

 

第１ 総論 

１ モニタリング実施計画の位置付けと目的 

本モニタリング実施計画は、三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業（以下「本事業」

という。）の実施期間中、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律」（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき選定された運営権者

が、三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業公共施設等運営権実施契約（以下「実施契

約」という。）に定められた業務を確実に遂行していること、及び三浦市公共下水道（東

部処理区）運営事業要求水準書（以下「要求水準書」という。）に定められた基準等に適

合していること（以下「実施契約等の履行」という。）を確認するため、モニタリング基

本計画書、セルフモニタリング実施計画書の内容を踏まえ、本事業に係るモニタリング全

般についての具体を定めたものである。 

本モニタリング実施計画は、以下に掲げる事項等についての詳細を定めるものである。 

① モニタリングを行う体制 

② モニタリングの方法 

③ モニタリングを行う時期 

④ モニタリングの内容 

⑤ モニタリングチェック様式 

 

図 １.１に、本モニタリング実施計画書、モニタリング基本計画書、セルフモニタリン

グ実施計画書の関係についての概要を示す。 

 

 

図 １.１ モニタリングに関する各種計画等の概要  

・モニタリング基本計画を踏まえ作成さ
れる、運営権者が要求水準の達成状況等
を適切に把握するにあたっての具体を定
めた計画。 

・実施契約等の履行を確認するため、本
事業において行うモニタリングについ
て、基本的な考え方を示すもの。 

・モニタリング基本計画書、セルフモニ
タリング実施計画書の内容を踏まえ作成
される、本事業に係るモニタリング全般
についての具体を定めた計画。 

モニタリング基本計画 

モニタリング実施計画書 

セルフモニタリング実施計画書 

モニタリング計画の構成 概要 
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２ モニタリングの体制 

モニタリングは、以下に示す「運営権者によるセルフモニタリング」、「三浦市（以下

「市」という。）によるモニタリング」で構成される。 

市によるモニタリングの結果について、市と運営権者の間で紛争が発生した場合、実施

契約に基づき設置された三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業協議会（以下「運営事

業協議会」という。）において、当該紛争の解決方法の調整を行う。 

モニタリングの体制と基本的な運用形態について図 １.２に示す。 

 

ア 運営権者によるセルフモニタリング 

運営権者は、自らが事業全体に対し責任を持つものとし、モニタリングを実施

する（別紙１）。なお、財務等その妥当性の検証のために専門的知見及び客観性

を必要とする項目については、運営権者自らの提案により外部機関を活用したセ

ルフモニタリングを実施することも可能とする。 

 

イ 市によるモニタリング 

市によるモニタリングは、運営権者のセルフモニタリングの結果について、書

面又は会議体による報告に対し、市又は市が指定した者を介し実施することを基

本とする。実施にあたっては、市が必要と判断した場合、市は市が指定した者と

共に現地の確認を行う場合がある。 

 

ウ 紛争の調整 

市によるモニタリングの結果について紛争が発生した場合、市または運営権者

の要請により、運営事業協議会を開催し、当該紛争の解決方法の調整を行う。 

 

図 １.２ モニタリングの体制と基本的な運用形態  
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３ モニタリング実施計画書の変更 

モニタリング実施計画書は、以下の事由により変更する場合がある。また、市は、必要

に応じ本実施計画を見直すものとする。 

① 要求水準が変更された場合 

② セルフモニタリング実施計画書が変更された場合 

③ その他、特に必要と認められた場合 

 

 

  



4 

 

第２ モニタリングの方法 

１ モニタリングの概要 

運営権者はセルフモニタリング実施計画書に基づき、セルフモニタリングを行う。市モ

ニタリングについては、セルフモニタリング結果を踏まえ、以下の方法で実施する。 

① 書類による確認 

② 会議体による確認 

③ 実地における確認 

モニタリングの概要を図 ２.１に示す。 

 

 

図 ２.１ モニタリングの概要 

  

 

モニタリング手法 

書類による確認 
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資料とりまとめ 

·経営に関する業務 

·各種計画支援に関する業務 

·改築・増築に関する業務 

·維持管理に関する業務 

·任意事業に関する業務 

セルフモニ
タリング 
結果報告書

その他 
提出書類 

市 

セルフモニタリング 
の実施 

セルフモニ
タリング 
結果報告書 

その他 
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会議体による確認 

 

現地確認 
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（１）書類による確認 

運営権者はセルフモニタリング結果を、セルフモニタリング結果報告書として、そ

の他モニタリング基本計画書に定めるモニタリングに係る提出書類とあわせ市に提出

する。市は、セルフモニタリング結果を踏まえ、運営権者から提出された書類を確認

又は承諾することで、対象業務が契約図書に規定する内容を充足しているかモニタリ

ングする。 

なお、提出されたセルフモニタリング結果報告書のみでは判断できない場合、市は

評価の根拠となる資料の提出を別途求める場合がある。 

書類による確認のフローを図 ２.２に示す。 

 

図 ２.２ 書類による確認フロー 

 

（２）会議体による確認 

市は、「書類による確認」を主体として「モニタリング基本計画書 表 ２－６」に

て定める会議体によりモニタリングを行うことを前提とする。ただし、市又は運営権

者が必要と認める場合は、市と運営権者は、当該会議体によらず、随時、別途会議体

を設けるものとする。 

なお、別途市がモニタリング実施に当たり助言等をする者、運営権者が当該モニタ

リングに対し説明を図るに当たり必要とする者の同席について、双方合意のもと可能

とする。 
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（３）現地における確認 

書類及び会議体における確認の結果、市が必要と判断した場合、または運営権者が

現地確認を要請した場合、市は現地における確認を行う場合がある。運営権者は市の

現地における確認に必要な協力を行う。 

 

２ 運営権者によるセルフモニタリングの時期・内容・様式 

運営権者はセルフモニタリング実施計画書に基づき、セルフモニタリングを行う。セル

フモニタリングの対象、チェック項目、書類、頻度、確認者及び合否判定基準は、セルフ

モニタリング項目表において具体化する。運営権者は、マネジメントレビューを踏まえて

半年に一度程度、セルフモニタリング項目表を検証し、必要に応じて見直しを図るととも

に、セルフモニタリング項目表を事業年度単位で更新し、当該事業年度開始日の 30日前

までに市による確認を得る。 

セルフモニタリング項目表のフォーマットを別紙２に示す。 

 

３ 市によるモニタリングの時期・内容・様式 

市は、運営権者から提出されるセルフモニタリング項目表で具体化された内容に対し

て、市モニタリングの時期及び内容並びに事業年度単位の予定を定める。 

市モニタリングの時期及び内容を定める様式（以下「市モニタリング項目表」とい

う。）のフォーマットを別紙３に示す。 

 

４ モニタリング結果の記録 

運営権者は、セルフモニタリング結果について、セルフモニタリング実施計画書に基づ

き記録する。 

市は、モニタリング結果について、市モニタリング項目表に記録するほか、モニタリン

グ結果年次報告書を作成する。 

 

５ モニタリング結果等の公表 

市は、本事業の実施に係る透明性を確保するため、モニタリング結果等を市民に対して

積極的に公表する。 

（１）実施計画の公表 

市は、本モニタリング実施計画書を、市ホームページにおいて公表する。 

（２）モニタリング結果の月次公表 

市は、維持管理業務に係るモニタリング結果のうち、市が必要と認めた事項を、月

次で市ホームページにおいて公表する。 

（３）モニタリング結果の年次公表 

市は、市及び第三者機関が作成したモニタリング結果年次報告書を、市ホームペー

ジにおいて公表する。 

（４）契約内容未達時の措置の公表 

市は、契約内容未達時の措置のうち、是正勧告、警告及び命令について、市が必要

と判断した場合には、その内容を公表する。また、市は、要求水準違反違約金の請求

について、その内容を公表する。 
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第３ 要求水準違反時の措置 

１ 要求水準違反時の措置 

要求水準違反時における措置は、基本計画に基づき実施する。要求水準違反時の措置の

手続きを図 ３.１のフロー図にて補足する。 

 

 

図 ３.１ 要求水準違反時における措置のフロー 
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第４ 事業終了時のモニタリング 

運営権者は、要求水準書に定めるとおり、施設機能確認報告書及び引継書を作成し、市

に提出する。市は報告書の内容について確認を行う。なお、事業終了時における具体的な

モニタリングの手法については、運営権者との協議により定めるものとする。 
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別紙１ セルフモニタリング実施計画書
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1-3 セルフモニタリング全体方針 

 セルフモニタリングに関する全体方針として、次の３点を掲げる 

① 複層セルフモニタリング体制の構築 

② 多角的な視点の導入 

③ ISO55001の考え方に基づいたPDCAサイクル活用による継続的改善 

 

① 複層モニタリング体制の構築 

 当社が担う事業は、社会インフラに関わるものであり、安定的な事業運営のため

に個人でなせることは限定的である一方、個人による過失等が顕在化した際に、社

会経済に大きな影響を与える可能性を有している。 

 そのため、セルフモニタリングは、0～3次の4階層の複層モニタリング体制を構

築し、全業務について、担当者のみで自己完結させず、業務を所管する部⾧による

「ダブルチェック」を確実に行う。 

 

② 多角的な視点の導入 

 当社が担う事業は、適切な財務管理、資産管理や、各種計画支援に関する業務、

処理場、ポンプ場、管路施設の改築・維持管理・増築に係る企画、調整、実施に関

する業務など多様な業務から構成されている。 

 事業遂行・改善においては、個人の専門的な知見・経験のみに依ることなく、広

く多様な意見を取り入れる必要があるため、2次以上のモニタリング階層ではSPC

社⾧に加え、SPC監査役や外部人材も含めたモニタリング評価委員会によるモニタ

リングを行うことで、多角的な視点によるセルフモニタリング体制を構築する。 

 

③ ISO55001の考え方に基づいたPDCAサイクル活用による継続的改善 

 セルフモニタリングは、業務状況の確認のみならず、業務の執行方法や成果等に

対して改善をもたらすものでなくてはならない。当社においては、ISO55001(アセ

ットマネジメントシステムの国際規格)の考え方に基づき、計画(Plan)、実行(Do)、

確認(Check)、処置(Action)のサイクルを活用することで、継続的業務改善を図る。

また、要求水準未達時の対応として、是正措置フローを予め整備し、実効性のある

是正措置を実現できる体制を確保する。 
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詳細な確認が必要となった場合、下位階層のモニタリングに対し、調査依頼を実施

する。 

 ※モニタリング評価委員会 

 下水道事業及び公共経営の専門家や、当社の出資企業の役職員等により構成される評価委員 

会。主催者はSPC社⾧とする。社内基準に留まらず、一社会市民としての当社の在り方を含め 

て、企業として社会的責任を果たしているか多角的な視点から確認する。  

 

1-5 セルフモニタリング実施方法 

セルフモニタリングは、以下の３つの方法により実施する。 

 

① 書類での確認 

修繕・更新等にかかる図書や、委託先等から提出された報告書等に関して、担当

者は、業務内容に応じたチェックリストを作成し、管理項目の抜け・漏れを防ぐと

ともに、要求水準の遵守状況を確認する。また、上位階層のモニタリングを受ける

際にチェックリストを添付することで、管理項目を二重で確認するダブルチェック

を行う。 

各階層のモニタリング責任者は、書類の内容確認のみならず、その書類の保管方

法についても適切に管理されているか確認する。 

 

② 会議体での確認 

 月間打合せや部⾧会議、マネジメントレビュー等において、業務を所管する部の

部⾧もしくは部⾧が選任した者が、業務の執行状況等について報告を行う。会議の

参加者は、報告者に対し詳細なヒアリングを行うことで、適切な履行を確認する。 

 各階層での会議体を表1-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 現地立会での確認 

 修繕・更新等の現場作業の際、監督する立場にある担当者は、施工管理のために

現地立会を実施する。また、監督員となった担当者の監督状況の確認等のために、

モニタリングを実施する部⾧等も現地立会を実施する。 

 

階層 会議名（開催頻度） 体制 ※太字は主催者 

3 次 モニタリング評価委員会 
（1 回/年） 

SPC社⾧、外部有識者、 
各構成員責任者 

2 次 
業務改善会議(2 次) 

（4 回/年、うち 2 回はマネ
ジメントレビューも実施） 

SPC社⾧、統括責任者、SPC
監査役、構成員専門技術者 

1 次 業務改善会議 
（1 回/月） 

技術部⾧・副部⾧、管理部⾧、
業務担当者、委託先企業等 

 

表 1-1 モニタリング階層ごとの会議体  
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 定められたKPIに関しては、KPIの管理項目及び目標値に関する実績を月次と四半期で行

う1次・2次モニタリングで監視しながら、必要に応じて関連部⾧にフォローアップを指示

し、各報告書にその履歴を残す。 

 それらを3次モニタリングで協議の上、年度経営報告書にその結果と未達の場合の改善

策等を含める。 
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① をまとめた「是正結果報告書」を作成する。「是正結果報告書」について、程度Ａ

の場合は、部⾧承認のうえ、月次で集計し市に報告する。程度Ｂの場合は統括責任

者が、また、程度Ｃの場合はSPC社⾧が承認のうえ、即時、市に報告する。 

 

表7-1 不適合事象の影響に応じた対応基準 

 

 

 

7-2 セルフモニタリング手法の見直し 

 セルフモニタリング手法の見直しは、原則としてSPC社⾧を中心とするマネジメント

レビューにて実施する（２回／年）。ただし、不適合事象が発生した場合は、適宜見

直しを検討することとする。なお、セルフモニタリング手法見直し時は、モニタリン

グ評価委員による3次モニタリング評価結果も踏まえることとする。 

 マネジメントレビューの結果を踏まえて、各部⾧等による業務改善会議にて、各業務

のモニタリング手法を見直す。結果は市へ報告・共有する。 

 見直したモニタリング手法は実地運用する中で、変更内容の有効性・妥当性を継続的

に検証する。 

 事業環境が急激に変化しセルフモニタリング手法の変更が必要と認められた際は、臨

時のモニタリング手法検討会議を開催し、実情に即した改善を行う。会議体の体制に

ついては、マネジメントレビューと同様とする。 

 

程度 不適合事象の影響 具体例 対応（是正措置の検討、是正計画書の作成） 市への報告 

Ａ 影響範囲が限定的であり

影響が軽微である場合 

・書類等の不備 

・道路管理者等からの軽

度の指摘 

・部⾧、担当者が是正措置を協議、検討 

・是正計画書を担当者が作成 

・部⾧が是正計画書を承認のうえ、市に提出し確認

を依頼 

月次 

Ｂ 市、利用者、地域住民な

どに一時的に影響を及ぼ

す場合 

・安全衛生管理の不履行 

・合理的理由のない計画

履行の遅延 

・統括責任者、部⾧、担当者を参加者とする会議を

開催し、是正措置の協議 

・是正計画書を部⾧が作成 

・統括責任者が是正計画書を承認のうえ、市に提出

し確認を依頼 

即時 

Ｃ 市、利用者、地域住民な

どに重大な影響を及ぼす

場合 

・法令等の違反の恐れ 

・処理停止に陥る事象 

・SPC社⾧、統括責任者、部⾧、担当者を参加者と

する会議を開催し、是正措置の協議 

・並行して株主企業等への速報連絡 

・是正計画書を統括責任者が作成 

・SPC社⾧が是正計画書を承認のうえ、市に提出し

確認を依頼 

即時 
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表8-1 セルフモニタリング結果報告書以外で公表する情報 

 
項 目 公開内容 頻度 方法 

計画 

⾧期経営計画書 策定/更新時 HP 

中期経営計画書 ５年毎 HP 

年度経営計画書 1 回/年 HP 

報告 
年度経営報告書 1 回/年 HP 

四半期業務報告書 4 回/年 HP 

その他 

地域貢献に関する基本方針 策定/更新時 HP 

内部統制に関する基本方針 策定/更新時 HP 

個人情報保護方針 策定/更新時 HP 
※HP:SPC ホームページ 
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表 ４-1 セルフモニタリング確認項目 

 

  

別表１　経営に関する業務のセルフモニタリング項目

0次 １次 ２次 ３次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 チェック１ チェック２

策定時及び改定時 策定時及び改定時 策定時及び改定時 年次

書類回覧による確認 書類回覧による確認 書類回覧による確認 モニタリング評価委員会

策定時及び改定時 策定時及び改定時 策定時及び改定時 年次

書類回覧による確認 書類回覧による確認 書類回覧による確認 モニタリング評価委員会

策定時及び改定時 策定時及び改定時 策定時及び改定時 年次

書類回覧による確認 書類回覧による確認 書類回覧による確認 モニタリング評価委員会

策定時及び改定時 策定時及び改定時 策定時及び改定時 年次

書類回覧による確認 書類回覧による確認 書類回覧による確認 モニタリング評価委員会

適宜 月次 四半期毎 年次

財務管理データの集計・確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

策定時及び改定時 策定時及び改定時 策定時及び改定時 年次

書類回覧による確認 書類回覧による確認 書類回覧による確認 モニタリング評価委員会

事象発生時 事象発生時 事象発生時 年次

開示内容の確認 開示内容の確認 開示内容の確認 モニタリング評価委員会

策定時及び改定時 策定時及び改定時 半期毎 年次

計画書の作成・確認 計画に沿った実施状況の確認 マネジメントレビュー モニタリング評価委員会
8 モニタリング

自らが事業全体に対し責任を持つものとし、セルフモニタリングを実施する。なお、
財務等その妥当性の検証のために専門的知見及び客観性を必要とする項目に
ついては、運営権者自らの提案により外部機関を活用したセルフモニタリングを実
施することも可能とする。

要求水準書 第２ー８
□セルフモニタリング実施計画書との整合性
□提出期限の遵守 セルフモニタリング結果報告書

7 情報開示

下水道事業は市民生活に直結する重要な社会インフラであることを踏まえ、市民
に対し、適時、適正な情報を公平かつ継続的に開示し、経営の透明性の確保に
努め、以下に掲げる事項を満たすこと。

　ア　開示する情報は、経営方針、経営計画、財務内容、事業内容などの
　　　経営情報で、積極的な開示に努めること。
　イ　情報開示の方法は、インターネットや印刷物を用い、より広く、継続的で
　　　分かりやすい開示に努めること。

要求水準書 第２－５

□経営方針、経営計画、財務内容、事業内容
　などの経営情報の開示
□広く、継続的で分かりやすい開示
□ホームページ情報開示更新回数

ホームページ
開示書類

6 内部統制
内部統制の体制と方法を定め、倫理行動基準、情報セキュリティの確保、内部
通報及び外部通報、不正防止など内部統制に関する基本方針を明確にし、確
実に機能させること。

要求水準書 第２ー４

□内部統制の体制
□倫理行動基準、情報セキュリティの確保、内部通
　報及び外部通報、不正防止などに関する基本方
　針の制定

⾧期経営計画書(内部統制の構築)

計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、個別注記表又は注記事項、その他運営権者
による計算書類に基づいた財務分析の結果）

5 財務管理

事業期間を通して次に掲げる事項を満たし、健全な財務状況を維持すること。

　ア　事業期間を通じ、事業の安定性や継続性を保つための資金調達方針
　　　が明確で適切に機能する体制を整えており、必要な一切の資金が確
　　　保されていること。
　イ　収支の見通しが適切で、明確かつ確実なものとなっていること。
　ウ　財務状況の健全性を把握するに当たり、本事業の実情に応じた財務諸
　　　表を選択し、KPIとして管理の適正化を図ること。

要求水準書 第２－３

□利用料金の計画値と実績値との乖離額
□請求日・請求金額・請求内容の整合不具合件数
□経常収支比率
□売上高経常利益率
□当座比率・自己資本比率

4 実施体制の確保

事業期間を通じてア～エに掲げる事項を満たす、適正かつ確実に事業を遂行で
きる体制を設けること。

　ア　本事業の業務内容を細分化し、各業務に対する責任の所在を明確に
　　　すること
　イ　各業務の責任については、当該業務に付随するリスクを最もコントロール
　　　しうるものが負うものとし、責任分界点を明確にし、適切なリスク分担と
　　　なるようにすること。
　ウ　各業務の遂行に適した能力・経験を有する者が当該業務を実施する
　　　よう体制を確保すること。
　エ　業務全体の効率的・効果的な遂行を管理するための体制・方法の
　　　明確化と、確実かつ機能的な実施体制を確保すること。

要求水準書 第２－２

適正かつ確実に事業を遂行できる体制として、
　□業務内容の細分化、各業務に対する責任の所
　　在を明確化
　□各業務の責任分界点明確化、適切なリスク
　　分担
　□各業務の遂行に適した能力・経験を有する者の
　　配置
　□業務全体の効率的・効果的な遂行を管理する
　　体制及び方法

⾧期経営計画書(適切な管理体制の構築)
中期経営計画書(確実な運営管理体制の確立)
年度経営計画書(運営体制)
有資格者名簿及び資格証明書類写し

3 経営計画書の作成
（年度経営計画書）

⾧期経営計画、中期経営計画を実現するに当たり、より具体的に当該年度毎に
経営、改築、維持管理及び増築に関し、以下の内容を含む計画を作成するこ
と。
　
　経営　　　　当該事業年度の「運営体制」、「必要とする技術者要件と配置
　　　　　　　　予定」、「委託等の計画」、「収支計画」及び「環境対策及び
　　　　　　　　地域貢献に関する計画」に関する主要な事項。その他、運営
　　　　　　　　権者自らが事業実施に当たって重要と考える事項。
　改築　　　　改築計画のうち、当該年度に行う工事に関する主要な事項。
　維持管理　年度維持管理計画書に関する主要な事項。
　増築　　　　要求水準書第８「管路施設の増築に関する要求」に示す管路
　　　　　　　　施設の増築を行うに当たり、市と協議のうえ単年度の増築計画
　　　　　　　　を取りまとめた事項。

※なお、管路の増築については、公道及び私道内の延伸を想定しているが、
　住民の要望を受け実施することを踏まえ、上記各計画へ反映させること。

要求水準書 第２－１－（３）

年度経営計画書の作成
　□⾧期・中期事業計画、財務計画、
　　　業務実施計画の整合性
　□提案書との整合性
　□提出期限の遵守（前年12月末日）

年度経営計画書

2 経営計画書の作成
（中期経営計画書）

⾧期経営計画を踏まえ、マイルストーンとして５年毎（ただし、本事業開始予定
日を含む事業年度からは２年間とし、当該５年間中に本事業期間が終了する
場合は本事業終了日を含む事業年度までの期間）に経営、改築及び維持管
理に関し、以下の内容を含む計画を作成すること。

　経営　　　　５年間（ただし、本事業開始予定日を含む事業年度からは２
　　　　　　　　年間とし、当該５年間中に本事業期間が終了する場合は本事
　　　　　　　　業終了日を含む事業年度までの期間）の運営体制、収支計画
　　　　　　　　及びその他経営上の重要事項。
　改築　　　　改築計画における主要事項。
　維持管理　年度維持管理計画書及び月間維持管理計画書の主要事項。

要求水準書 第２－１－（２）

中期経営計画書の作成
　□⾧期事業計画、財務計画、業務実施計画
　　　との整合性
　□提案書との整合性
　□提出期限の遵守
　　（第1期:R3年12月末日、
　　　第2期以降:素案 前年8月末日
　　　　　　　　　　　最終:前年12月末日）

中期経営計画書

⾧期経営計画書

確認図書
上段:セルフモニタリングの実施頻度　／　下段:セルフモニタリングの実施方法 市へのモニタリング報告　（〇〇年度） セルフモニタリングの実施時期

1 経営計画書の作成
（⾧期経営計画書）

技術提案を踏まえ、運営体制、収支計画、改築及び維持管理の実施方針等を
含む20年間の事業期間全体を俯瞰した、経営、改築、及び維持管理に関する
計画、地域貢献に関する基本方針を作成すること。

要求水準書 第２－１－（１）

⾧期経営計画書の作成
　□財務計画と業務実施計画の整合性
　□提案書との整合性
　□提出期限の遵守（R3年12月末日）

No 対象業務 要求水準等 記載書類 章節項目等 確認事項
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別表２　各種計画支援に関する業務のセルフモニタリング項目

0次 １次 ２次 ３次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 チェック１ チェック２

策定時及び改定時 策定時及び改定時 策定時及び改定時 年次

書類回覧による確認 書類回覧による確認 書類回覧による確認 モニタリング評価委員会

策定時及び改定時 策定時及び改定時 策定時及び改定時 年次

書類回覧による確認 書類回覧による確認 書類回覧による確認 モニタリング評価委員会

策定時及び改定時 策定時及び改定時 策定時及び改定時 年次

書類回覧による確認 書類回覧による確認 書類回覧による確認 モニタリング評価委員会

別表３　処理場・ポンプ場、管路施設の改築、管路施設の増築に関する業務のセルフモニタリング項目

0次 １次 ２次 ３次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 チェック１ チェック２

発生月 発生月 発生四半期毎 年次

証明書類の入手・確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

発生月 発生月 発生四半期毎 年次

証明書類の入手・確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

発生月 発生月 発生四半期毎 年次

証明書類の入手・確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

発生月 発生月 発生四半期毎 年次

証明書類の入手・確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

4 設計、工事に関する書類
の作成

設計、工事に関する提出書類
・設計図書
・積算図書
・年度業務計画書
・完了報告書
・工事完成図書
（工事完成図、施工管理記録、工事写真、その他市の指示する書類）

要求水準書
第５－１－（１）－

エ

以下の図書等の作成
・設計図書
・積算図書
・年度業務計画書
・完了報告書
・工事完成図書

・設計図書
・積算図書
・年度業務計画書
・完了報告書
・工事完成図書

3 工事監督業務の実施体
制

運営権者、又は代表企業、構成企業及び協力企業と雇用関係にあり、下水道
法施行令第15条の資格を有する者を工事監督員とし配置すること。なお、工事
監督員は、当該建設工事の施工を行う企業と過去及び当該工事期間中、雇
用関係にない者を配置すること。

要求水準書
第５－１－（１）－

ウー（ウ） 証明書類

・運営権者、又は代表企業、構成企業及び協力企
業と雇用関係があること、必要な資格を有する者であ
ること
・当該建設工事の施工を行う企業と過去及び当該
工事期間中、雇用関係にないこと

2 工事の実施体制
建築業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の規定により、各担当業
務に関し、土木一式工事、建築一式工事、機械器具設置工事又は電気工事
につき特定建設業の許可を受けた者であること。

要求水準書
第５－１－（１）－

ウー（イ） 必要な許可を受けた者であること 証明書類

市へのモニタリング報告　（〇〇年度） セルフモニタリングの実施時期

1 設計成果物作成の実施
体制

計画策定や設計成果物作成に関しては、技術士法（昭和58年法律第25
号）に基づく技術士（総合技術監理部門（下水道）又は上下水道部門
（下水道））又は一般社団法人建設コンサルタンツ協会が認定するRCCM
（下水道）の資格を有する者を、管理技術者及び照査技術者として業務を行
わせること。また、建築設計を含む場合は、建築士法に基づく資格を有する者に
行わせること。

要求水準書
第５ー１－（１）－

ウー（ア） 必要な資格を有する者であること 証明書類

No 対象業務 要求水準等 記載書類 章節項目等 確認事項 確認図書
上段:セルフモニタリングの実施頻度　／　下段:セルフモニタリングの実施方法

No 対象業務 要求水準等 記載書類 章節項目等 確認事項 確認図書

アクションプラン変更案3 アクションプラン変更案の
作成

市が 三浦市汚水処理施設整備構想 アクションプラン の変更を 予定している
令和 9 年度及び令和 19 年度 の前年度 末まで に 変更 案 を 作成し、 市
に提出すること。作成に当たっては、 既存の 処理形態 を踏まえ 、 処理区域の
検討、改築・運営の管理方法の検討、整備構想の変更案等について検討する
こと。

要求水準書 第３－３ アクションプラン変更案の作成

2 下水道事業計画変更案
の作成

市が 事業計画の変更を 予定 している 令和 7 年度、令和 12 年度 、 令和
17 年度 及び令和 22 年度 の 前年度の 11 月まで に 、 変更案を 作成
し、市に提出すること 。 事業 計画内容は、 都市計画 の 事業計画 に反映 し
、 「都市計画決定図書」及び「都市計画事業認可申請図書」 を 併せて 作成
すること。

要求水準書 第３ー２ 下水道事業計画変更案の作成 下水道事業計画変更案

市へのモニタリング報告　（〇〇年度） セルフモニタリングの実施時期

1 改築計画

ストックマネジメント に係る検討を 行う にあた り 、 施設の 健全性、 対象施設
の工事費用、施工時期の平準化 を確保した上で、 改築 計画を見直すことが
できる。ただし、 当該事業費 が 、別途、（ a ）市が示す ＰＦＩ－ＬＣＣ
の予測 金額を超えないこと、 (b ）事業者選定時に運営権者から提案のあっ
た事業総額 (20 か年 、及び（ c)5 年毎の事業総額の範囲 であることを前
提とする 。

要求水準書 第３－１－（３） 改築計画の作成 改築計画

上段:セルフモニタリングの実施頻度　／　下段:セルフモニタリングの実施方法
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別表４　処理場・ポンプ場、管路施設の維持管理に関する業務のセルフモニタリング項目

0次 １次 ２次 ３次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 チェック１ チェック２

適宜 月次 四半期毎 年次

計量証明書の確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

発生月 発生月 四半期毎 年次

計量証明書の確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

適宜 月次 四半期毎 年次

計量証明書の確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

適宜 月次 四半期毎 年次

汚泥管理報告書の確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

適宜 月次 四半期毎 年次

点検・調査報告書の確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

別表５　任意事業にかかるセルフモニタリング項目

0次 １次 ２次 ３次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 チェック１ チェック２

任意事業開始前 月次 四半期毎 年次

法令等の確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

任意事業開始前 月次 四半期毎 年次

市への説明書類等の作成、確認、保管 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

適宜 月次 四半期毎 年次

証憑等の適切な保管 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

適宜 月次 四半期毎 年次

契約書類の作成、保管 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

適宜 月次 四半期毎 年次

活動実績記録の確認 業務改善会議 業務改善会議（２次） モニタリング評価委員会

□計画進捗率5 ー ー ー ー 計画の実施実績

4 ー ー ー ー 契約書類の管理 □契約書類の保管の適切性

3 ー ー ー ー 任意事業に関する会計処理
□区分会計の徹底（総務財務課と確認のうえ実施
すること）

2 ー ー ー ー 事業内容に関する市の承認 □市の承認記録の保管の適切性

□事業に必要な許認可等

確認図書
上段:セルフモニタリングの実施頻度　／　下段:会議体名 市へのモニタリング報告　（〇〇年度） セルフモニタリングの実施時期

1 ー ー ー ー 関係法令等の遵守

No 対象業務 要求水準等 記載書類 章節項目等 確認事項

各計画期間終了
後、翌月10日まで5 管路施設の維持管理業

務

3 管路施設に関する要求
管路施設における適切な流下能力の確保を目的として、道路陥没や管路閉塞
等による溢水の発生等、直接的に市民生活に影響を与える事象が発生しない
状態を保つよう努める こと。 また、運営権者は、管路施設の性能を確保するに
当たり、点検・調査の頻度等について適宜見直しを行い効率的な維持管理及び
改築の実施に努めること。

要求水準書 第４ー３

□道路陥没や管路閉塞等による溢水の発生等、直
接的に市民生活に影響を与える事象が発生しない状
態を保つよう努める
□管路施設の性能を確保するに当たり、点検・調査
の頻度等について適宜見直しを行う

点検・調査報告書

〇 〇 〇 〇 〇
各計画期間終了
後、翌月10日まで〇 〇 〇 〇 〇 〇4 汚泥管理業務

2 汚泥処理に関する要求
(2)汚泥搬出に関する要求
市が指定する三浦地域資源ユーズ 株式会社 と 別途契約を締結し、原則、当
該企業に 排出汚泥を処理させる こと。 なお、当該企業への排出に当たっては、
表 ４-２の要求水準を満たすこと。 汚泥の運搬 は、午前 4 時から午前 5 時
までに 処理場から搬出先までの運搬作業を 行うことを原則とする 。 ただし、当
該企業がメンテナンス等 により受入れが困難な場合 （年間 1 日程度 の終日
受入 停止 は、運営権者自らが排出先を確保し処理させる こと。

要求水準書 第４ー２－（２）

□当該企業への排出に当たっては、 表4-2の要求水
準を満たすこと(含水率80％以下)
□汚泥 の運搬 は、 午前 4 時から午前 5 時まで
に 処理場から搬出
先までの運搬作業を 行うことを原則とする
□当該企業がメンテナンス等 により受入れが困難な
場合(年間 1 日程度の終日 受入停止) は、運営
権者自らが排出先を確保し処理させる こと

汚泥管理報告書 〇

搬出予定日の1週
間前まで

3 汚泥管理業務

2 汚泥処理に関する要求
(2)汚泥搬出に関する要求
市が指定する三浦地域資源ユーズ 株式会社 と 別途契約を締結し、原則、当
該企業に 排出汚泥を処理させる こと。 なお、当該企業への排出に当たっては、
表 ４-２の要求水準を満たすこと。 汚泥の運搬 は、午前 4 時から午前 5 時
までに 処理場から搬出先までの運搬作業を 行うことを原則とする 。 ただし、当
該企業がメンテナンス等 により受入れが困難な場合 （年間 1 日程度 の終日
受入 停止 は、運営権者自らが排出先を確保し処理させる こと。

要求水準書 第４ー２－（２）
□市が指定する三浦地域資源ユーズ株式会社と別
途契約を締結し、原則当該企業に排出汚泥を処理
させること

契約書

通知書

事業開始15日前ま
で

2 水質管理業務

1 汚水処理に関する要求
(2)沈砂 ・し渣の搬出に関する要求
沈砂 ・し渣の搬出については年一回程度が想定されており、 運営権者は、 当
該廃棄物を搬出するに当たっては、 事前に市 に搬出日時 を通知すること。

要求水準書 第４ー１－（２） □事前に三浦市に搬出日時を通知する

〇 〇 〇

□放流水質の要求水準の遵守
　ｐH　6.0～8.0
　ＢＯＤ　15.0(mg/l)以下
　ＣＯＤ　15.0(mg/l)以下
　ＳＳ　10.0(mg/l)以下
　全窒素　20.0(mg/l)以下
　全燐　2(mg/l)以下
　大腸菌群数　30個以下

□放流水質の法定基準の遵守
(pH、BOD、COD、SS、全窒素、全りん、大腸菌群
数)

計量証明書 〇 〇 〇 〇1 水質管理業務

1 汚水処理に関する要求
(1)水質基準に関する要求
標準活性汚泥法 の施設である本施設を活用し 、東部浄化センターの放流水
質 について、 表 ４-１ に示 す 要求水準 を満たす 施設性能を維持する こ
と。

要求水準書 第４ー１－（１） 〇 〇
計量証明書発行
後、直ちに〇 〇 〇

No 対象業務 要求水準等 記載書類 章節項目等 確認事項 確認図書
上段:セルフモニタリングの実施頻度　／　下段:セルフモニタリングの実施方法 市へのモニタリング報告　（〇〇年度） セルフモニタリングの実施時期
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別紙２ セルフモニタリング項目表（フォーマット） 
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セルフモニタリング項目表 

 

0次:担当者 １次:部⾧ ２次:SPC社⾧ ３次:モニタリング評価委員会 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 チェック１ チェック２

事業開始前、及び改定時 事業開始前、及び改定時 事業開始前、及び改定時 ー

計画書の作成、確認 計画内容確認 計画内容確認 ー

経営計画年度毎、及び改定時 経営計画年度毎、及び改定時 経営計画年度毎、及び改定時 ー

計画書の作成、確認 計画内容確認 計画内容確認 ー

毎年度、及び改定時 毎年度、及び改定時 毎年度、及び改定時 ー

計画書の作成、確認 計画内容確認 計画内容確認 ー

体制図等作成時・変更時 体制図等作成時・変更時 体制図等作成時・変更時 ー

資料作成、確認 資料確認、要求水準等との整合確認 資料確認、要求水準等との整合確認 ー

四半期ごと報告書作成時 四半期ごと報告書作成時 四半期ごと報告書作成時 年度報告書作成時

財務管理データの集計・確認 状況の確認、必要に応じた対策 状況の確認、必要に応じた対策 方策評価・重要課題検証・方向性検証

方針策定時・変更時 方針策定時・変更時 方針策定時・変更時 方針策定時・変更時

方針作成、法規等との整合確認 資料確認、法規等との整合確認 資料確認、法規等との整合確認 資料確認、法規等との整合確認

事象発生時 月次 四半期ごと ー

開示の記録、保管
報告書の作成

記録の確認、保管状況確認
報告書の確認 報告書の確認 ー

毎年度末　報告書作成時 毎年度末　報告書作成時 毎年度末　報告書作成時 年度報告書作成時

計画書の作成・確認 計画に沿った実施状況の確認 計画への反映要否確認 方策評価・重要課題検証・方向性検証

毎年度（防災訓練実施月） 毎年度（防災訓練実施月） ー -

計画書の見直し 計画書の見直し ー ー

実施前及び実施後 実施前及び実施後 実施前及び実施後 ー

開発計画書の作成、確認
報告書の作成、確認

開発計画書の確認
報告書の確認

開発計画書の確認
報告書の確認

ー

記載書類

別表１－１　経営に関する業務のセルフモニタリング項目

要求水準書 第２－１－（１）

要求水準書

要求水準書

第２－１－（２）

第２－１－（３）

要求水準書

要求水準書

第２－２

第２－３

10 要求水準書

第２－９－（１）

第２ー９－（２）

□災害、事故などのリスクを想定した有効な対策
□緊急事態発生時の適切な対応
□要求水準の遵守
□提出期限の遵守（R3年12月末日）
□「三浦市地域防災計画」及び「事業継続計画」
　との整合性

⾧期経営計画書(技術管理)技術管理

9

災害、事故などのリスクを想定して有効な対策を講じておくととともに、緊急事態が
発生した場合には被害を最小限に抑制できるように、以下に掲げる事項を考慮
し、適切な対応を行うこと。

　ア　災害、事故等の緊急時の体制の構築
　イ　災害、事故等の緊急時の対応
　ウ　各事態を想定した訓練の実施
　エ　想定外の機器事象への対応業務

⾧期経営計画書(危機管理)
中継経営計画書(災害時・緊急事態発生時の防災
体制)
SPC業務継続計画

8
自らが事業全体に対し責任を持つものとし、セルフモニタリングを実施する。なお、
財務等その妥当性の検証のために専門的知見及び客観性を必要とする項目に
ついては、運営権者自らの提案により外部機関を活用したセルフモニタリングを実
施することも可能とする。

□セルフモニタリング実施計画書との整合性
□提出期限の遵守

本事業の対象施設が衛生的で快適な生活環境や企業等の経済活動をささえ
ると同時に、公共用水域の水質保全等において重要な施設であることを踏まえ、
効果的な改築及び維持管理を実施できるよう、以下に掲げる事項を考慮し、適
切な技術管理を行うこと。

　ア　適正に事業を実施するために、必要な技術的能力の向上並びに
　　　技術者、技能労働者等の育成及び確保を図ること。
　イ　本事業は、効率性、安全性、環境への影響等が重要な意義を有する
　　　ことに鑑み、継続的に、より適切な技術の選定及び業務の改善に取り
　　　組むことにより、品質を確保すること。
　ウ　委託等をする場合は、当該業務の実施に当たり法令上求められる要
　　　件及び市が別途定める要件はもとより、運営権者自らが必要と考える
　　　実施要件を定め、これを達成可能な適切な者に業務を行わせること。

□　必要な技術的能力の向上並びに技術者、
　　技能労働者等の育成及び確保
□　継続的に、より適切な技術の選定及び業務の
　　改善に取り組むことによる、品質の確保
□　委託等をする場合、法令及び市並びに運営
　　権者が定めた要件を達成可能な適切な者に
　　業務を行わせる。

危機管理 要求水準書

要求水準書

要求水準書

第２－５

第２ー８

情報開示

モニタリング

6 要求水準書 第２ー４内部統制
内部統制の体制と方法を定め、倫理行動基準、情報セキュリティの確保、内部
通報及び外部通報、不正防止など内部統制に関する基本方針を明確にし、確
実に機能させること。

7

下水道事業は市民生活に直結する重要な社会インフラであることを踏まえ、市民
に対し、適時、適正な情報を公平かつ継続的に開示し、経営の透明性の確保に
努め、以下に掲げる事項を満たすこと。

　ア　開示する情報は、経営方針、経営計画、財務内容、事業内容などの
　　　経営情報で、積極的な開示に努めること。
　イ　情報開示の方法は、インターネットや印刷物を用い、より広く、継続的で
　　　分かりやすい開示に努めること。

□経営方針、経営計画、財務内容、事業内容
　などの経営情報の開示
□広く、継続的で分かりやすい開示
□ホームページ情報開示更新回数

□内部統制の体制
□倫理行動基準、情報セキュリティの確保、内部通
　報及び外部通報、不正防止などに関する基本方
　針の制定

4

事業期間を通じてア～エに掲げる事項を満たす、適正かつ確実に事業を遂行で
きる体制を設けること。

　ア　本事業の業務内容を細分化し、各業務に対する責任の所在を明確に
　　　すること
　イ　各業務の責任については、当該業務に付随するリスクを最もコントロール
　　　しうるものが負うものとし、責任分界点を明確にし、適切なリスク分担と
　　　なるようにすること。
　ウ　各業務の遂行に適した能力・経験を有する者が当該業務を実施する
　　　よう体制を確保すること。
　エ　業務全体の効率的・効果的な遂行を管理するための体制・方法の
　　　明確化と、確実かつ機能的な実施体制を確保すること。

適正かる確実に事業を遂行できる体制として、
　□業務内容の細分化、各業務に対する責任の所
　　在を明確化
　□各業務の責任分界点明確化、適切なリスク
　　分担
　□各業務の遂行に適した能力・経験を有する者の
　　配置
　□業務全体の効率的・効果的な遂行を管理する
　　体制及び方法

5

事業期間を通して次に掲げる事項を満たし、健全な財務状況を維持すること。

　ア　事業期間を通じ、事業の安定性や継続性を保つための資金調達方針
　　　が明確で適切に機能する体制を整えており、必要な一切の資金が確
　　　保されていること。
　イ　収支の見通しが適切で、明確かつ確実なものとなっていること。
　ウ　財務状況の健全性を把握するに当たり、本事業の実情に応じた財務諸
　　　表を選択し、KPIとして管理の適正化を図ること。

□利用料金の計画値と実績値との乖離額
□請求日・請求金額・請求内容の整合不具合件数
□経常収支比率
□売上高経常利益率
□当座比率・自己資本比率

3

⾧期経営計画、中期経営計画を実現するに当たり、より具体的に当該年度毎に
経営、改築、維持管理及び増築に関し、以下の内容を含む計画を作成するこ
と。
　
　経営　　　　当該事業年度の「運営体制」、「必要とする技術者要件と配置
　　　　　　　　予定」、「委託等の計画」、「収支計画」及び「環境対策及び
　　　　　　　　地域貢献に関する計画」に関する主要な事項。その他、運営
　　　　　　　　権者自らが事業実施に当たって重要と考える事項。
　改築　　　　改築計画のうち、当該年度に行う工事に関する主要な事項。
　維持管理　年度維持管理計画書に関する主要な事項。
　増築　　　　要求水準書第８「管路施設の増築に関する要求」に示す管路
　　　　　　　　施設の増築を行うに当たり、市と協議のうえ単年度の増築計画
　　　　　　　　を取りまとめた事項。

※なお、管路の増築については、公道及び私道内の延伸を想定しているが、
　住民の要望を受け実施することを踏まえ、上記各計画へ反映させること。

2

⾧期経営計画を踏まえ、マイルストーンとして５年毎（ただし、本事業開始予定
日を含む事業年度からは２年間とし、当該５年間中に本事業期間が終了する
場合は本事業終了日を含む事業年度までの期間）に経営、改築及び維持管
理に関し、以下の内容を含む計画を作成すること。

　経営　　　　５年間（ただし、本事業開始予定日を含む事業年度からは２
　　　　　　　　年間とし、当該５年間中に本事業期間が終了する場合は本事
　　　　　　　　業終了日を含む事業年度までの期間）の運営体制、収支計画
　　　　　　　　及びその他経営上の重要事項。
　改築　　　　改築計画における主要事項。
　維持管理　年度維持管理計画書及び月間維持管理計画書の主要事項。

年度経営計画書の作成
　□⾧期・中期事業計画、財務計画、
　　　業務実施計画の整合性
　□提案書との整合性
　□提出期限の遵守（前年12月末日）

セルフモニタリングの実施時期

1
技術提案を踏まえ、運営体制、収支計画、改築及び維持管理の実施方針等を
含む20年間の事業期間全体を俯瞰した、経営、改築、及び維持管理に関する
計画、地域貢献に関する基本方針を作成すること。

⾧期経営計画書の作成
　□財務計画と業務実施計画の整合性
　□提案書との整合性
　□提出期限の遵守（R3年12月末日）

No 対象業務 要求水準等 確認事項

経営計画書の作成
（⾧期経営計画書）

章節項目等 確認図書

⾧期経営計画書

中期経営計画書

年度経営計画書

⾧期経営計画書(適切な管理体制の構築)
中期経営計画書(確実な運営管理体制の確立)
年度経営計画書(運営体制)
有資格者名簿及び資格証明書類写し

計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、個別注記表又は注記事項、その他運営権者
による計算書類に基づいた財務分析の結果）

階層ごとのセルフモニタリングの実施頻度・時期（上段）と実施方法・内容（下段） 市へのモニタリング報告　（〇〇年度）

⾧期経営計画書(内部統制の構築)

ホームページ
開示書類

セルフモニタリング結果報告書

経営計画書の作成
（中期経営計画書）

経営計画書の作成
（年度経営計画書）

実施体制の確保

財務管理

中期経営計画書の作成
　□⾧期事業計画、財務計画、業務実施計画
　　　との整合性
　□提案書との整合性
　□提出期限の遵守
　　（第1期:R3年12月末日、
　　　第2期以降:素案 前年8月末日
　　　　　　　　　　　最終:前年12月末日）



31 

 

 

 

事象発生時 月次 四半期ごと ー

購入内容の記録、確認
取組実績一覧の作成

購入内容の確認
取組実績一覧の確認 取組実績一覧の確認 ー

事象発生時 月次 四半期ごと 年次

意見・要望の記録・保管
対応結果一覧の作成

意見・要望の確認
対応結果一覧の確認

意見・要望の確認
対応結果一覧の確認

意見・要望の確認
対応結果一覧の確認

事象発生時 月次 四半期ごと 年次

意見・要望の記録・保管
対応結果一覧の作成

意見・要望の確認
対応結果一覧の確認

意見・要望の確認
対応結果一覧の確認

意見・要望の確認
対応結果一覧の確認

事業開始前、及び改定時 事業開始前、及び改定時 事業開始前、及び改定時 ー

規程の作成、確認 規程の確認 規程の確認 ー

事業開始前 事業開始前 事業開始前 ー

保険の加入 加入内容確認 加入内容確認 ー
要求水準書 第２－１２ □　必要な保険への加入 加入保険証書その他必要事項15

第三者賠償責任保険はもとより本事業を実施するに当たり、実施契約書に定め
るリスク分担を負担する上で、運営権者自らが必要と考える保険への加入を行う
こと。

⾧期経営計画書(個人情報の取り扱いに関する規
定の制定)要求水準書 第２－１１個人情報保護14 個人情報の保護に関する法律および三浦市個人情報保護条例に準拠し、個

人情報の取り扱いに関する規程を定めること。 □　個人情報取扱規程の制定

13

環境対策

本事業の実施に際し、以下に掲げる事項を考慮し、地域住民等とのコミュニケー
ションを図ること。

　ア　広報活動に関する要求
　イ　見学者等の対応
　ウ　苦情等への対応

□　広報活動の計画達成率

□　地元雇用率
□　地元企業発注率
□　地元経済還元率（地元発注額/発注総額） ⾧期経営計画書(地域貢献に関する基本方針)

⾧期経営計画書(地域貢献に関する基本方針)

要求水準書

要求水準書

第２ー１０－（２）

第２ー１０－（３）

地域経済への貢献

地域住民等とのコミュニ
ケーション

12

本事業の実施に際し、以下に掲げる事項を考慮し、地域貢献に関する基本方
針を定め⾧期経営計画書に記載すること。また、地元企業の利活用目標を自ら
が定め、実施計画を策定し年度経営計画書に盛り込み、市に提出すること。

　・ 地域との連携や協働による事業展開
　・ 地元企業等との連携・協力
　・ 地元発注、地域住民の雇用
　・ 地域活性化につながる事業展開

⾧期経営計画書(環境対策)要求水準書 第２－１０－（１）11

事業期間を通して次に掲げる事項を満たし、環境に配慮した対策を講じること。
　
　・ 関係法令に定められる環境に係る基準や要求事項の遵守
　・ 省エネルギー技術導入及び効率的な維持管理による対象施設全体での
　　 温室効果ガス排出量の削減
　・ リサイクル製品やグリーン調達の積極的な推進
　・ 悪臭等施設周辺の環境対策
　・ 施設への出入車輌の交通安全対策の実施
　・ 振動・騒音等への配慮
　・周辺環境・景観への配慮
　・電波障害に係る対策

□　環境に配慮した対策
□　臭気・振動・騒音・苦情発生件数
□　汚水処理水量1㎥あたりのCO2排出量
□　下水道汚泥リサイクル率
　　　（汚泥利用量/発生汚泥量）
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別表１－２　各種計画支援に関する業務のセルフモニタリング項目

0次:担当者 １次:部⾧ ２次:SPC社⾧ ３次:モニタリング評価委員会 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 チェック１ チェック２

計画策定時 計画策定時 計画策定時 計画策定時

計画書の作成、確認 計画内容確認 計画内容確認 計画内容確認

計画策定時 計画策定時 計画策定時 計画策定時

計画書の作成、確認 計画内容確認 計画内容確認 計画内容確認

計画策定時 計画策定時 計画策定時 計画策定時

計画書の作成、確認 計画内容確認 計画内容確認 計画内容確認

章節項目等

要求水準書 第３－１－（３）

要求水準書 第３ー２

要求水準書

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

第３－３3 アクションプラン変更案の
作成

市が 三浦市汚水処理施設整備構想 アクションプラン の変更を 予定している
令和 9 年度及び令和 19 年度 の前年度 末まで に 変更 案 を 作成し、 市
に提出すること。作成に当たっては、 既存の 処理形態 を踏まえ 、 処理区域の
検討、改築・運営の管理方法の検討、整備構想の変更案等について検討する
こと。

アクションプラン変更案の作成 アクションプラン変更案

2 下水道事業計画変更案
の作成

市が 事業計画の変更を 予定 している 令和 7 年度、令和 12 年度 、 令和
17 年度 及び令和 22 年度 の 前年度の 11 月まで に 、 変更案を 作成
し、市に提出すること 。 事業 計画内容は、 都市計画 の 事業計画 に反映 し
、 「都市計画決定図書」及び「都市計画事業認可申請図書」 を 併せて 作成
すること。

下水道事業計画変更案の作成 下水道事業計画変更案

市へのモニタリング報告　（〇〇年度） セルフモニタリングの実施時期

1 改築計画

ストックマネジメント に係る検討を 行う にあた り 、 施設の 健全性、 対象施設
の工事費用、施工時期の平準化 を確保した上で、 改築 計画を見直すことが
できる。ただし、 当該事業費 が 、別途、（ a ）市が示す ＰＦＩ－ＬＣＣ
の予測 金額を超えないこと、 (b ）事業者選定時に運営権者から提案のあっ
た事業総額 (20 か年 、及び（ c)5 年毎の事業総額の範囲 であることを前
提とする 。

改築計画の作成 改築計画

No 対象業務 要求水準等 確認事項 確認図書
階層ごとのセルフモニタリングの実施頻度・時期（上段）と実施方法・内容（下段）

記載書類
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別表１－３　処理場・ポンプ場、管路施設の改築、管路施設の増築に関する業務のセルフモニタリング項目

0次:担当者 １次:部⾧ ２次:SPC社⾧ ３次:モニタリング評価委員会 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 チェック１ チェック２

作成着手時 月１回 年２回 年１回

証明書類の入手・確認 証明書類の確認 証明書類の確認 証明書類の確認

工事業者選定時 月１回 年２回 年１回

証明書類の入手・確認 証明書類の入手・確認 証明書類の入手・確認 証明書類の入手・確認

工事着手時 月１回 年２回 年１回

証明書類の入手・確認 証明書類の入手・確認 証明書類の入手・確認 証明書類の入手・確認

作成時 月１回 年２回 年１回

図書等の作成、確認 図書等の作成、確認 図書等の作成、確認 図書等の作成、確認

請負契約締結後 月１回 年２回 年１回

内訳書の入手、内容確認 内訳書の入手、内容確認 内訳書の入手、内容確認 内訳書の入手、内容確認

請負契約締結後 月１回 年２回 年１回

単価協議及び市確認の実施、確認 単価協議及び市確認の実施、確認 単価協議及び市確認の実施、確認 単価協議及び市確認の実施、確認

請負契約締結後 月１回 年２回 年１回

単価合意書の作成、締結及び市への写しの提出、確
認

単価合意書の作成、締結及び市への写しの提出、確
認

単価合意書の作成、締結及び市への写しの提出、確
認

単価合意書の作成、締結及び市への写しの提出、確
認

契約額の変更時 月１回 年２回 年１回

設計変更金額の提出、確認 設計変更金額の提出、確認 設計変更金額の提出、確認 設計変更金額の提出、確認

請負契約締結後 月１回 年２回 年１回

内訳書の入手、内容確認 内訳書の入手、内容確認 内訳書の入手、内容確認 内訳書の入手、内容確認

請負契約締結後 月１回 年２回 年１回

単価合意書の作成、締結及び市への写しの提出、確
認

単価合意書の作成、締結及び市への写しの提出、確
認

単価合意書の作成、締結及び市への写しの提出、確
認

単価合意書の作成、締結及び市への写しの提出、確
認

契約額の変更時 月１回 年２回 年１回

設計変更金額の提出・確認 設計変更金額の提出・確認 設計変更金額の提出・確認 設計変更金額の提出・確認

企業提案時 月１回 年２回 年１回

変更設計書、変更金額の入手及び市への提出、確認 変更設計書、変更金額の入手及び市への提出、確認 変更設計書、変更金額の入手及び市への提出、確認 変更設計書、変更金額の入手及び市への提出、確認

計画策定時及び改定時 月１回 年２回 年１回

計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認

計画策定時及び改定時 月１回 年２回 年１回

計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認

計画策定時及び改定時 月１回 年２回 年１回

計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認

書類作成時 月１回 年２回 年１回

書類のの作成、確認 書類のの作成、確認 書類のの作成、確認 書類のの作成、確認

図書作成時及び改定時 月１回 年２回 年１回

図書の作成、確認 図書の作成、確認 図書の作成、確認 図書の作成、確認

図書作成時 月１回 年２回 年１回

図書の作成、確認 図書の作成、確認 図書の作成、確認 図書の作成、確認

許認可の実施時 月１回 年２回 年１回

許認可の実施、確認 許認可の実施、確認 許認可の実施、確認 許認可の実施、確認

現場施工着手前及び変更時 月１回 年２回 年１回

計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認

計画策定時及び改定時 月１回 年２回 年１回

計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認

要求水準書
第５ー３－（６）－

アー（ウ）

要求水準書
第５ー３－（６）－

イー（ア）

記載書類

要求水準書

第５－２－（１）－
ア

要求水準書
第５ー２－（１）－

イ

要求水準書
第５ー２－（１）－

ウ

要求水準書
第５－２－（２）－

イ

第５ー２－（１）－
ア

要求水準書
第５－２－（１）－

イ

要求水準書
第５－２－（１）－

ウ

要求水準書
第５－２－（１）－

エ

要求水準書

要求水準書

21 試運転計画書の作成
本施設を構成する設備等が必要な設計仕様を満足していることを確認するとと
に、総合的な運転調整を図るため、試運転を行うこと。試運転の実施に当たって
は、当該実施に関する要領を記載した試運転計画書を作成すること。

試運転計画書の作成 試運転計画書

20 施工計画書の作成

・現場施工着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法、施工管
理等についての施工計画書を作成し市に確認すること。
・施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合は、着手する前に変更に関する
事項について、変更施工計画書を市に提出すること。

施工計画書の作成 施工計画書

要求水準書19 工事に伴う許認可
工事に当たって必要となる許認可等については、運営権者の責任及び負担にお
いて行うこと。 許認可の実施 許認可の実施

要求水準書 第５ー３－（５）

第５ー３－（６）－
アー（イ）

18 設計図書の作成

設計完了後、以下に示す設計図書を市に１部提出し、市の実施確認を得るこ
と。
ア　各種調査書、検討書、計算書
イ　設計図
ウ　電子データ
エ　その他市が指示する図書

設計図書の作成 設計図書

要求水準書17 積算図書の作成
官積算（詳細設計積算）及び請負代金内訳書の両積算図書を作成するこ
と。 積算図書の作成 積算図書第５ー３－（４）

要求水準書
第５ー３－（１）－

ウ16 工事に伴う各種申請等
の書類の作成

工事に伴う法令等で定められた各種申請等の書類作成、手続きに対し、市及び
関係機関と協議の上、事業スケジュールうに支障のないよう実施すること。 各種申請等書類の作成 各種申請等書類

要求水準書15 年度工事計画書の作成
年度改築実施覚書に基づき、単年度の設計及び工事に関する方針、概要、ス
ケジュール等をまとめた⾧期工事計画書を作成すること。 年度工事計画書の作成 年度工事計画書

要求水準書
第５ー３－（１）－

イ

第５ー３－（３）－
ウ

14 中期工事計画書の作成
中期改築実施覚書に基づき、改築計画期間内の各工事件名の概要、各工事
の工程案（半期単位の予定）をまとめた、⾧期工事計画書を作成すること。 中期工事計画書の作成 中期工事計画書

第５ー３－（１）－
ア13 ⾧期工事計画書の作成

⾧期改築実施覚書に基づき、事業期間内の各工事件名の概要、各工事の工
程案（年度単位の予定）をまとめた、⾧期工事計画書を作成すること。 ⾧期工事計画書の作成 ⾧期工事計画書要求水準書

12 VE提案に基づく設計変
更

当該工事実施企業の提案に基づき、当該工事の合意単価を前提としたうえで、
変更設計書及びVE管理費を踏まえた変更金額を当該工事実施企業に提出さ
せ、適性を確認したうえで市に提出する。

変更設計書、変更金額の入手及び市への提出 変更設計書、変更金額及び市への提出

11
【包括的単価個別合意
方式】
設計変更に伴う契約額
の変更

市要望や応募時に想定しえなかった現場事情により、設計変更の必要が生じた
場合は、当該設計変更により生じる変更金額を合意単価に基づき算出し、市に
提出する。

設計変更金額の市への提出 設計変更金額の市への提出

10
【包括的単価個別合意
方式】
単価合意書の作成

詳細設計に基づく当該工事の積算価格と当該工事の請負価格を当該工事の
請負金額比率（＝当該工事請負価格/当該工事詳細設計積算価格）とし、
各詳細設計内訳に請負金額比率を乗じた額を単価とした単価合意書を作成
し、当該工事実施企業と締結すること。運営権者は市へ写しを提出するととも
に、単価の公表を前提とし措置をこうずること。

単価合意書の作成・締結及び市への写しの提出 単価合意書の作成・締結及び市への写しの提出

9
【包括的単価個別合意
方式】
請負代金内訳書の作成

請負契約締結後、請負代金内訳書を施工実施企業に提出させ、当該工事代
金の内訳についての妥当性を確認する。 請負代金内訳書及びその妥当性 請負代金内訳書

8
【単価個別合意方式】
設計変更に伴う契約額
の変更

市要望や応募時に想定しえなかった現場事情により、設計変更の必要が生じた
場合は、当該設計変更により生じる変更金額を合意単価に基づき算出し、市に
提出する。

設計変更金額の市への提出 設計変更金額の市への提出

7 【単価個別合意方式】
単価合意書の作成

市の確認を得た単価に基づき単価合意書を作成し、当該工事実施企業と締結
のうえ、市へ写しを提出し、単価の公表を前提とする。 単価合意書の作成・締結及び市への写しの提出 単価合意書の作成・締結及び市への写しの提出

6
【単価個別合意方式】
運営権者・請負業者間
単価協議

・運営権者は、施工実施企業と単価について協議を行い、当該単価についての
市の確認を得る。
・当該単価の設定に当たっては、各個別単価について要求水準書（案）３
（４）アに基づく官積算単価以下であることを前提とするが、やむを得ない理由
により官積算単価を超過する場合においては、当該設定単価についての理由書
を付し市の確認を得る。

・単価協議の実施と市の確認
・必要に応じて、官積算単価を超過する設定単価に
ついての理由書の作成及び市の確認

・単価協議の実施と市の確認
・必要に応じて、官積算単価を超過する設定単価に
ついての理由書の作成及び市の確認

5 【単価個別合意方式】
請負代金内訳書の作成

請負契約締結後、請負代金内訳書を施工実施企業に提出させ、当該工事代
金の内訳についての妥当性を確認する。 請負代金内訳書及びその妥当性 請負代金内訳書

要求水準書
第５－１－（１）－

エ4 設計、工事に関する書類の作成

設計、工事に関する提出書類
・設計図書
・積算図書
・年度業務計画書
・完了報告書
・工事完成図書
（工事完成図、施工管理記録、工事写真、その他市の指示する書類）

以下の図書等の作成
・設計図書
・積算図書
・年度業務計画書
・完了報告書
・工事完成図書

・設計図書
・積算図書
・年度業務計画書
・完了報告書
・工事完成図書

要求水準書
第５－１－（１）－

ウー（ウ）3 工事監督業務の実施体
制

運営権者、又は代表企業、構成企業及び協力企業と雇用関係にあり、下水道
法施行令第15条の資格を有する者を工事監督員とし配置すること。なお、工事
監督員は、当該建設工事の施工を行う企業と過去及び当該工事期間中、雇
用関係にない者を配置すること。

雇用関係があること、必要な資格を有する者であるこ
と 証明書類

2 工事の実施体制
建築業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の規定により、各担当業
務に関し、土木一式工事、建築一式工事、機械器具設置工事又は電気工事
につき特定建設業の許可を受けた者であること。

必要な許可を受けた者であること 証明書類

第５ー１－（１）－
ウー（ア）

要求水準書
第５－１－（１）－

ウー（イ）

市へのモニタリング報告　（〇〇年度） セルフモニタリングの実施時期

1 設計成果物作成の実施
体制

計画策定や設計成果物作成に関しては、技術士法（昭和58年法律第25
号）に基づく技術士（総合技術監理部門（下水道）又は上下水道部門
（下水道））又は一般社団法人建設コンサルタンツ協会が認定するRCCM
（下水道）の資格を有する者を、管理技術者及び照査技術者として業務を行
わせること。また、建築設計を含む場合は、建築士法に基づく資格を有する者に
行わせること。

必要な資格を有する者であること 証明書類

No 対象業務 要求水準等 確認事項 確認図書
階層ごとのセルフモニタリングの実施頻度・時期（上段）と実施方法・内容（下段）

章節項目等
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検査時 月１回 年２回 年１回

検査の実施・確認 検査の実施・確認 検査の実施・確認 検査の実施・確認

計画策定時及び改定時 月１回 年２回 年１回

計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認 計画書の作成、確認

廃棄物搬出時 月１回 年２回 年１回

マニュフェストの確認 マニュフェストの確認 マニュフェストの確認 マニュフェストの確認

図書作成時 月１回 年２回 年１回

図書の作成、確認 図書の作成、確認 図書の作成、確認 図書の作成、確認

パトロール実施時 月１回 年２回 年１回

パトロールの実施、確認 パトロール実施の確認 パトロール実施の確認 パトロール実施の確認

26 設計図書・積算図書 計画進捗度、図書の不具合発生件数の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

計画進捗度、図書の不具合発生件数の確認 計画進捗度、図書の不具合発生件数 月１回 月１回 年２回 年１回

27 改築工事工程表 クリティカルパス進捗度の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

クリティカルパス進捗度の確認 クリティカルパス進捗度 月１回 月１回 年２回 年１回

28 各改築工事出来高 各改築工事出来高の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

各改築工事出来高の確認 各改築工事出来高 月１回 月１回 年２回 年１回

29 施工計画書 施工計画の不具合発生件数の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

施工計画の不具合発生件数の確認 施工計画の不具合発生件数 月１回 月１回 年２回 年１回

30 資機材納品書 納品資機材の不適合発生件数の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

納品資機材の不適合発生件数の確認 納品資機材の不適合発生件数 月１回 月１回 年２回 年１回

31 現場施工不良 現場施工不良発生件数の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

現場施工不良発生件数の確認 現場施工不良発生件数 月１回 月１回 年２回 年１回

32 第三者・労働災害 第三者災害・労働災害発生件数の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

第三者災害・労働災害発生件数の確認 第三者災害・労働災害発生件数 月１回 月１回 年２回 年１回

33 労働安全衛生法 労働安全衛生法違反件数の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

労働安全衛生法違反件数の確認 労働安全衛生法違反件数 月１回 月１回 年２回 年１回

34 緊急時対応 災害等対応訓練回数の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

災害等対応訓練回数の確認 災害等対応訓練回数 月１回 月１回 年２回 年１回

35 現場パトロール 現場パトロール（安全・品質）実施回数の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

現場パトロール（安全・品質）実施回数の確認 現場パトロール（安全・品質）実施回数 月１回 月１回 年２回 年１回

36 工事出来高検収 報告工事出来高と実績との検収率の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

報告工事出来高と実績との検収率の確認 報告工事出来高と実績との検収率 月１回 月１回 年２回 年１回

37 周辺影響 工事に対する苦情等発生件数の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

工事に対する苦情等発生件数の確認 工事に対する苦情等発生件数 月１回 月１回 年２回 年１回

38 災害防止協議会 災害防止協議会実施回数の確認 提案書 様式２０－
参考表２０－１

災害防止協議会実施回数の確認 災害防止協議会実施回数 月１回 月１回 年２回 年１回

マニュアル作成時及び改定時 月１回 年２回 年１回

マニュアルの作成、確認 マニュアルの確認 マニュアルの確認 マニュアルの確認

講習の実施時 月１回 年２回 年１回

講習の実施、確認 講習の実施 講習の実施 講習の実施

構成員各社が保有する施工安全マニュアルをベースとして、国土交通省が公表
する事故データベースや東部浄化センター、金田中継センター等で発生した事
例を反映した安全マニュアルを作成します。

提案書

提案書

提案書

第５ー３－（６）－
ウ

第５ー４－（１）－
ア

第８ー１－（２）

様式２０－３－
（１）

要求水準書
第５ー３－（６）－

ウ

要求水準書

要求水準書

要求水準書

様式２５－参考３ー
安全マニュアル整備と講

習実施

様式２５－参考３ー
安全マニュアル整備と講

習実施
40 安全講習の実施

安全マニュアルを活用して、SPC職員及び施工業者作業員に対しても安全講習
を実施します。 安全講習の実施 安全講習の実施

安全マニュアルの作成 安全マニュアル39 安全マニュアルの作成

25 安全品質パトロールの実
施

構成員の各種専門業者による安全品質パトロールを定期的に実施し、多角的
な視点で確認を行います パトロールの実施 パトロールの実施

管路施設の増築

管路施設の増築に関する詳細設計には、下記の事項を含むこと。
　
　・設計成果（位置図、区画割施設平面図、縦断面図、流量計算表、
　　報告書等）
　・地質・測量報告書の参照（もしくは周辺地質図等、過去の工事履歴、
　　都市計画基本図等）
　・流下方式
　・数量計算（設計延⾧、マンホール数、公共ます数）
　・関係者協議及び調整
　・積算図書

【以下はSPC独自の設定項目】

24 設計図書の作成 設計図書

24 マニュフェストの確認
解体撤去による産業廃棄物を搬出する場合は、産業廃棄物処理票（マニュフェ
スト）又は、電子マニュフェストにより、適正に処理されていることを確認すること。 マニュフェストの確認 マニュフェスト

23 工事完成図書の作成
要求水準書（案）１（１）エに定める工事完成図書を２部作成し、そのうち
の１部を市に提出のうえ受検し、当該資料について運営権者が保管すること。 試運転計画書の作成 試運転計画書

22 市の実施確認による検
査

運営権者、及び当該委託等を受けた者の間で予め完成検査を行ったうえで、市
の実施確認による検査を受けること。

完成検査の実施
市の実施確認による検査

完成検査の実施
市の実施確認による検査
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別表１－４　処理場・ポンプ場、管路施設の維持管理に関する業務のセルフモニタリング項目

0次:担当者 １次:部⾧ ２次:SPC社⾧ ３次:モニタリング評価委員会 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 チェック１ チェック２

毎月 毎月 ３ヶ月ごと 年度ごと

計量証明書の確認 計量証明書の確認 計量証明書の確認 計量証明書の確認

作業実施ごと 作業発生月 ー ー

通知書の確認 通知書の確認 ー ー

事業開始前 事業開始前 事業開始前 事業開始前

契約書の確認 契約書の確認 契約書の確認 契約書の確認

毎月、作業ごと 毎月 ３ヶ月ごと 年度ごと

汚泥管理報告書の確認 汚泥管理報告書の確認 汚泥管理報告書の確認 汚泥管理報告書の確認

年度ごと 年度ごと 年度ごと 年度ごと

点検・調査報告書の確認 点検・調査報告書の確認 点検・調査報告書の確認 点検・調査報告書の確認

測定実施ごと 測定実施月 年度ごと 年度ごと

報告書類
測定記録の確認

報告書、測定記録の確認 報告書、測定記録の確認 報告書、測定記録の確認

測定実施ごと 測定実施月 年度ごと 年度ごと

報告書類
測定記録の確認

報告書、測定記録の確認 報告書、測定記録の確認 報告書、測定記録の確認

改築で確認 改築で確認 改築で確認 改築で確認

改築で確認 改築で確認 改築で確認 改築で確認

毎月、事業終了時 ３ヶ月ごと、事業終了時 ー ー

デジタル情報基盤への入力状況を確認
提出用電子ファイル

デジタル情報基盤への入力状況を確認
提出用電子ファイル

ー ー

事業終了時 事業終了時 事業終了時 事業終了時

施設状況一覧表の確認 施設状況一覧表の確認 施設状況一覧表の確認 施設状況一覧表の確認

事業開始前 事業開始前 事業開始前 事業開始前

⾧期維持管理計画書(点検・調査計画)の確認 ⾧期維持管理計画書(点検・調査計画)の確認 ⾧期維持管理計画書(点検・調査計画)の確認 ⾧期維持管理計画書(点検・調査計画)の確認

5年ごと、事業終了時 5年ごと、事業終了時 5年ごと、事業終了時 5年ごと、事業終了時

点検・調査報告書の確認
提出用電子ファイルの確認

点検・調査報告書の確認
提出用電子ファイルの確認

点検・調査報告書の確認
提出用電子ファイルの確認

点検・調査報告書の確認
提出用電子ファイルの確認

確認図書
階層ごとのセルフモニタリングの実施頻度・時期（上段）と実施方法・内容（下段） 市へのモニタリング報告　（〇〇年度） セルフモニタリングの実施時期

1 水質管理業務

1 汚水処理に関する要求
(1)水質基準に関する要求
標準活性汚泥法 の施設である本施設を活用し 、東部浄化センターの放流水
質 について、 表 ４-１ に示 す 要求水準 を満たす 施設性能を維持する こ
と。

要求水準書 第４ー１－（１）
□表4-1に示す放流水質の要求水準の遵守
□放流水質の法定基準の遵守
(pH、BOD、COD、SS、全窒素、全りん、大腸菌群数)

No 対象業務 要求水準等 記載書類 章節項目等 確認事項

〇
計量証明書発行
後、直ちに

2 水質管理業務

1 汚水処理に関する要求
(2)沈砂 ・し渣の搬出に関する要求
沈砂 ・し渣の搬出については年一回程度が想定されており、 運営権者は、 当
該廃棄物を搬出するに当たっては、 事前に市 に搬出日時 を通知すること。

要求水準書 第４ー１－（２） □事前に三浦市に搬出日時を通知する 通知書

〇 〇 〇 〇 〇 〇計量証明書 〇 〇 〇 〇 〇

搬出予定日の1週
間前まで

3 汚泥管理業務

2 汚泥処理に関する要求
(2)汚泥搬出に関する要求
市が指定する三浦地域資源ユーズ 株式会社 と 別途契約を締結し、原則、当
該企業に 排出汚泥を処理させる こと。 なお、当該企業への排出に当たっては、
表 ４-２の要求水準を満たすこと。 汚泥の運搬 は、午前 4 時から午前 5 時
までに 処理場から搬出先までの運搬作業を 行うことを原則とする 。 ただし、当
該企業がメンテナンス等 により受入れが困難な場合 （年間 1 日程度 の終日
受入 停止 は、運営権者自らが排出先を確保し処理させる こと。

要求水準書 第４ー２－（２）
□市が指定する三浦地域資源ユーズ株式会社と別途契約を締結
し、原則当該企業に排出汚泥を処理させること 契約書

〇 〇 〇 〇
各計画期間終了
後、翌月10日まで〇 〇 〇 〇 〇 〇4 汚泥管理業務

2 汚泥処理に関する要求
(2)汚泥搬出に関する要求
市が指定する三浦地域資源ユーズ 株式会社 と 別途契約を締結し、原則、当
該企業に 排出汚泥を処理させる こと。 なお、当該企業への排出に当たっては、
表 ４-２の要求水準を満たすこと。 汚泥の運搬 は、午前 4 時から午前 5 時
までに 処理場から搬出先までの運搬作業を 行うことを原則とする 。 ただし、当
該企業がメンテナンス等 により受入れが困難な場合 （年間 1 日程度 の終日
受入 停止 は、運営権者自らが排出先を確保し処理させる こと。

要求水準書 第４ー２－（２）

□当該企業への排出に当たっては、 表4-2の要求水準を満たすこと
(含水率80％以下)
□汚泥 の運搬 は、 午前 4 時から午前 5 時までに 処理場から搬
出
先までの運搬作業を 行うことを原則とする
□当該企業がメンテナンス等 により受入れが困難な場合(年間 1 日
程度の終日 受入停止) は、運営権者自らが排出先を確保し処理さ
せる こと

汚泥管理報告書 〇 〇

事業開始15日前ま
で

各計画期間終了
後、翌月10日まで

6 処理場・ポンプ場の維持
管理業務

4 公害防止に関する要求
(1)騒音規制 に関する要求
本事業に係る全般において、 表 ４-３ に掲げる「 神奈川県生活環境の保全
等に関する条例施行規則別表第 11 に規定する規制基準 」 を遵守する こと
。

要求水準書 第４ー４－（１）

□表4-3 に掲げる「 神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行
規則別表第 11 に規定する規制基準 」 を 遵守すること
(午前8時から午後6時 55db、午前6時から午前8時と午後6時から
午後11時 50db、午後11時から午前6時 45db)

騒音測定記録

点検・調査報告書5 管路施設の維持管理業
務

3 管路施設に関する要求
管路施設における適切な流下能力の確保を目的として、道路陥没や管路閉塞
等による溢水の発生等、直接的に市民生活に影響を与える事象が発生しない
状態を保つよう努める こと。 また、運営権者は、管路施設の性能を確保するに
当たり、点検・調査の頻度等について適宜見直しを行い効率的な維持管理及び
改築の実施に努めること。

要求水準書 第４ー３

□道路陥没や管路閉塞等による溢水の発生等、直接的に市民生活
に影響を与える事象が発生しない状態を保つよう努める
□管路施設の性能を確保するに当たり、点検・調査の頻度等について
適宜見直しを行う

測定業務実施後、
翌々月10まで

7 処理場・ポンプ場の維持
管理業務

4 公害防止に関する要求
(2)悪臭規制基準に関する要求
本事業に係る全般において、 表 ４-４ に掲げる「 悪臭防止法による悪臭原因
物の排出の規制地域の指定等（ 平成 15 年 神奈川県告示第 623 号）に
規定する規制基準 」 を遵守すること。

要求水準書 第４ー４－（２）

□ 表4-4に掲げる「 悪臭防止法による悪臭原因物の排出の規制地
域の指定等(平成 15 年 神奈川県告示第 623 号)に規定する規
制基準 」 を遵守すること
(敷地境界線上における規制基準、気体排出口の規制基準、排出
水の規制基準)

臭気測定記録

改築で定義8 ※改築

5 耐震基準に関する要求
「下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会）」及び神奈川県の
「 耐震 建築物計画指針」等に準拠し 、改築等と併せ 耐震性能を確保するこ
と。

要求水準書 第４ー５
□改築実施対象施設の耐震性能の確保(要求水準書(案)に関する
質問への回答№107)であることから、改築のセルフモニタリング項目で
確認

ー

測定業務実施後、
翌々月10まで

各年度終了後、
翌々月10日まで

10 契約終了時の措置

7 事業終了時に求める施設状況に関する要求
修繕 計画報告書 及び改築 工事計画報告書 並びに 保守 点検 計画報告
書 等をもとに、 客観 性 を有する 手法により 事業終了時の 施設状況 を示す
一覧表を 市に提出すること 。
各施設は、 推計 又は診断の結果 により 表 ４-５ に示す健全度等を有する
こと。

要求水準書 第４ー７

□修繕 計画報告書 及び改築 工事計画報告書 並びに 保守 点検
計画報告書 等をもとに、 客観性 を有する手法により 事業終了時の
施設状況を示す一覧表を 市に提出すること
□処理場、ポンプ場、管路施設(マンホールポンプ)の機械・電気、建
築設備、土木構造物の健全度が2.0以下でないこと
□処理場、ポンプ場の建築設備の健全度が2.0以下でないこと
□管路施設(幹線管きょ、枝線管きょ)の土木構造物の緊急度がⅠ
以下でないこと
□管路施設(マンホール(蓋ふくむ)、公共汚水ます、取付管)の機能
に支障がないこと※終了時における特段の調査は不要

施設状況一覧表

デジタル情報基盤
提出用電子ファイル9 処理場・ポンプ場の維持

管理業務

6 運営に当たり取得したデータの取り扱いに関する要求
本事業を行うに当たり取得したデータ は 市の保有財産 とする 。また、取得した
データを 加工し、本事業 の運営 に 当 たり 形成した情報（取得データを加工
し有用化したもの）についても、 市の保有財産と する 。
運営権者は、当該データ及び情報が市の保有資産であることに留意し、毀損が
ないように可能な限り電子化を図る とともに、重要性に鑑みバックアップデータをと
る等の対策を講じる こと 。
また、本事業終了時には、電子化されたデータ及び情報について 、ＣＳＶ、Ｅ
ＸＣＥＬファイル形式等の汎用的なファイル形式にて、 当該データを市又は市
の指定したものに提出すること。なお、 取得データを加工し作成した情報について
は、 知的財産権に当たる特殊計算やアルゴリズムの適用がない限り、 加工
（計算）手法並びに データの因果関係が認識可能となるテーブル定義書若し
くは エンティティ モデル図 等 を添付すること。

要求水準書 第４ー６

□当該データ及び情報が市の保有資産であることに留意し、毀損が
ないように可能な限り電子化を図る
□バックアップデータをとる等の対策を講じること
□本事業終了時には、電子化されたデータ及び情報について 、ＣＳ
Ｖ、ＥＸＣＥＬファイル形式等の汎用的なファイル形式にて、 当該
データを市又は市の指定したものに提出すること
□取得データを加工し作成した情報については、 知的財産権に当たる
特殊計算やアルゴリズムの適用がない限り、加工(計算)手法並びに
データの因果関係が認識可能となるテーブル定義書若しくは エンティ
ティ モデル図 等 を添付すること

事業終了30日前ま
で

11 点検・調査業務

1 維持管理全般に関する要求
(1)基本的事項
イ.予防保全資産の健全度把握のための取り組み
(ア)事業開始時
処理場・ポンプ場の予防保全資産の健全度評価方法について、 別紙３ に 基
づ
いて ⾧期維持管理 計画書 を作成し、実施契約締結 後本事業開始予定日
の 30 日前までに 市 の 確認 を受けること。

要求水準書
第６ー１－（１）－

イー（ア）

(⾧期維持管理計画書)
□処理場・ポンプ場の予防保全資産の健全度評価方法について、 別
紙３ に 基づいて ⾧期維持管理 計画書 を作成
□実施契約締結後本事業開始予定日の30 日前までに市の確認を
受ける

⾧期維持管理計画書〈点検・調査計画〉

各計画期間終了
後、翌月10日まで

変更時

12 点検・調査業務

1 維持管理全般に関する要求
(1)基本的事項
イ.予防保全資産の健全度把握のための取り組み
(イ)本事業期間中
対象施設の維持管理等 により得た情報を用いて、予防保全資産を対象として、
別紙３ に基づく健全度評価を 5 年に 1 回 以上実施し、健全度評価結果を
見直すこと。さらに、これらの情報及び結果を電子データで整理及び保存するこ
と。
水処理及び汚泥処理方式の特性や水質試験結果等を踏まえ、運転指標と運
転条件及び操作指標と操作量に基づく管理方法を確立し、適切な運転を行うこ
と。
また、処理場・ポンプ場 の改築を実施した場合は、予防保全 、事後保全 資産
について、速やかに健全度評価結果を見直し 、その結果を電子データ として 整
理及び保存すること。
なお、運営権者が別途、管理用システムを用意し管理することを妨げないが、契
約終了時においては、ＣＳＶ、ＥＸＣＥＬファイル形式等の汎用的なファイル
形式にて、当該データを市又は市の指定した者に提出すること。

要求水準書
第６ー１－（１）－

イー（イ）

□予防保全資産を対象として、別紙３ に基づく健全度評価を 5 年
に 1 回 以上実施
□健全度評価結果は、電子データで整理、保存すること
□処理場・ポンプ場 の改築を実施した場合は、予防保全 、事後保
全 資産について、速やかに健全度評価結果を見直し 、その結果を電
子データ として 整理及び保存すること
□契約終了時、健全度評価結果をＣＳＶ、ＥＸＣＥＬファイル形
式等の汎用的なファイル形式にて、当該データを市又は市の指定した
者に提出

点検・調査報告書
提出用電子ファイル

事業開始40日前ま
で
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毎月 毎月 ー ー

監視・操作記録表
機器点検表
日常業務実績表(月間業務実績表)
緊急連絡体制表等の確認

監視業務実施確認表
機器点検表
し渣・沈砂搬出作業伝票
緊急連絡体制表等の確認

ー ー

年度ごと 年度ごと ー ー

年度維持管理計画書の確認
※時に資格証の確認

年度維持管理計画書の確認
※時に資格証の確認 ー ー

毎月 毎月 ー ー

水質管理報告書
計量証明書等の確認

水質管理報告書
計量証明書等の確認

ー ー

毎月 毎月 ー ー

含水地理測定記録、マニフェストの確認
その他、ヒアリングにて確認

含水率測定記録
マニフェスト等の確認
その他、ヒアリングにて確認

ー ー

毎月 毎月 ー ー

月間業務実績表の確認
※時に現地確認

月間業務実績表の確認
※時に現地確認

ー ー

年度ごとまたは、当該業務発生ごと 年度ごと ー ー

大気・臭気測定記録
修景護岸点検記録表
緊急対応記録(月間業務実績表や月間維持管理報
告書、事故報告書)等の確認

大気・臭気測定記録
修景護岸点検記録表
緊急対応記録(月間業務実績表や月間維持管理報
告書、事故報告書)等の確認

ー ー

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認

5年ごと 5年ごと ー ー

中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 ー ー

事業開始前 事業開始前 事業開始前 事業開始前

⾧期維持管理計画書の確認 ⾧期維持管理計画書の確認 ⾧期維持管理計画書の確認 ⾧期維持管理計画書の確認

各計画期間終了
後、翌月10日まで

14 処理場・ポンプ場の維持
管理業務

1 維持管理全般に関する要求
(1)基本的事項
ウ.維持管理体制
(イ)従事職員が有すべき資格
維持管理を実施するに当たり 、法令上定める資格要件に則り、必要な有資格
者を配置させることはもとより、運営権者自らが当該 業務 を行わせるに 当たり
必要と認める資格又は経験を有する 者 を配置させること。

要求水準書
第６ー１－（１）－

ウー（イ）

□法令上定める資格要件に則り、必要な有資格者を配置させる
□運営権者自らが当該業務を行わせるに当たり必要と認める資格又
は経験を有するものを配置させる

年度維持管理計画書

監視・操作記録表
機器点検表
日常業務実績表(月間業務実績表)
緊急連絡体制表

13 処理場・ポンプ場の維持
管理業務

1 維持管理全般に関する要求
(1)基本的事項
ウ.維持管理体制
(ア)維持管理体制の構築
以下に掲げる事項を踏まえて、安全性、信頼性を確保できる体制を構築する
こと。
・処理場、ポンプ場は、 24 時間監視すること。
・処理場 については、 計器目視確認、機器点検、沈砂、し渣 の 回収を行う
こと 。 計器目視確認等について は 、遠隔 監視装置等 の導入に より、代替
とすることに ついて妨げるものではない。
・ポンプ場については、 機器点検、沈砂、し渣の回収 を行うこと。
・豪雨、停電、事故発生等の非常時対応を要する事態、 又は 恐れがある場
合には緊急対応ができる体制。

要求水準書
第６ー１－（１）－

ウー（ア）

□処理場・ポンプ場は、24 時間監視
□処理場は、計器目視確認(遠隔監視制御の導入により代替も可
能)、機器点検、沈砂、し渣の回収
□ポンプ場は、機器点検、沈砂、し渣の回収
□豪雨、停電、事故発生等の非常時対応を要する事態又は恐れが
ある場合には、緊急対応ができる体制

〇 〇

計画期間開始15日
前まで 変更時

15 水質管理業務

1 維持管理全般に関する要求
(3)放流水質基準
イ.放流水質検査
運営権者は、放流水質基準が満たされていることを確認するため、以下の検査
等 を行うこと。
・放流水質が 法定 基準 を満たしているかを判定するため、 別紙６ の 1 （ に
示す 法定試験を行うこと。
・法定 試験 とは別に 、 別紙６ を参考に 運営権者 自ら が 定めた項目及び
頻度で試験を実施し、 放流水質が 表 ４ １ に示す要求水準を満たしているこ
とを
確認すること。
・常時監視装置 自動水質計測器 をもとに、 放流水質の時間変動を把握し、
費用対効果を考慮の上、可能な限り時間変動を抑制する運転管理に努める
こと。

要求水準書
第６ー１－（３）－

イ

□放流水質が 法定 基準 を満たしているかを判定するため、 別紙６
の 1 (2)に示す 法定試験を行うこと
□法定 試験 とは別に 、 別紙６ を参考に 運営権者 自ら が 定め
た項目及び頻度で試験を実施し、 放流水質が 表4-1 に示す要求
水準を満たしていることを確認すること

水質管理報告書
計量証明書 〇

計画期間終了後、
翌月10まで16 汚泥管理業務

1 維持管理全般に関する要求
(4)維持管理上の留意事項
ア.産業廃棄物の処理
・下水道施設から発生する廃棄物に 対し、 廃棄物の処理及び清掃に関する法
律に準拠した適切な処理の実施
・汚泥等の産業廃棄物 、 沈砂 及び し渣 等 の 外部搬出 における 、周辺環
境 への配慮、適切な時間帯 の利用 、廃棄物の飛散・流出 の 防止 と 臭気
対策 の 実施

要求水準書
第６ー１－（４）－

ア

□下水道施設から発生する廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律に準拠する
□汚泥、沈砂及び し渣 等の外部搬出時 、周辺環境への配慮、適
切な時間帯の利用 、廃棄物の飛散・流出の防止と臭気対策を実施
する

含水地理測定記録
マニフェスト

〇 〇 〇 〇 〇
各計画期間終了
後、翌月10日まで〇 〇 〇 〇

〇
計画期間終了後、
翌月10まで

18 処理場・ポンプ場の維持
管理業務

1 維持管理全般に関する要求
(4)維持管理上の留意事項
ウ.周辺環境の保全
・大気測定及び臭気測定 の 実施 、 周辺環境の保全状況確認（採取箇
所、試験項目及び頻度は、 別紙６ を参考 のうえ 、施設の状況を考慮し適切
に設定）
・大地震に対応するため、修景護岸部を含む処理場敷地内の点検 の 実施 と
異常の有無確認
・異常発生時の速やかな対応（緊急・恒久対策）と原因特定
・安全衛生管理に十分な注意を払い、作業環境の保全に努め、安全かつ安定
的に維持管理業務を遂行

要求水準書
第６ー１－（４）－

ウ

□大気測定及び臭気測定 の実施 、周辺環境の保全状況確認
（採取箇所、試験項目及び頻度は、 別紙６ を参考のうえ 、施設の
状況を考慮し適切に設定）
□大地震に対応するため、修景護岸部を含む処理場敷地内の点検
の実施と異常の有無確認
□異常発生時の速やかな対応（緊急・恒久対策）と原因特定

大気・臭気測定記録
修景護岸点検記録表
緊急対応記録

〇 〇 〇 〇 〇 〇月間業務実績表 〇 〇 〇 〇 〇17 処理場・ポンプ場の維持
管理業務

1 維持管理全般に関する要求
(4)維持管理上の留意事項
イ.施設環境の保全
・外構、建屋諸室及び管廊等の清掃、対象施設 の 衛生 の 維持
・各施設の除草、植栽管理、修繕等 の実施による 美観 の 維持

要求水準書
第６ー１－（４）－

イ
□外構、建屋諸室及び管廊等の清掃
□各施設の除草、植栽管理、修繕等の実施

測定業務実施後、
翌々月10まで
点検業務実施後、
翌月10日まで

19 リスク対応計画書の作成

1 維持管理全般に関する要求
(5)リスク管理に関する事項
ア.リスク対応計画の内容
地震及び津波並びに局所的大雨により生ずるリスクに対する対応計画を示す
こと。なお、本対応計画を作成するに当たっては、以下に掲げる 2 次災害につい
ても言及し作成すること。
・停電・施設故障による機能低下・停止
・燃料貯留槽の破損
・薬品等の散逸、流出
・脱水設備等からの有害物質の排出
・有害物質の流入による活性汚泥等の死滅
・異常流入
・その他想定されるリスク

要求水準書
第６ー１－（５）－

ア

□地震及び津波並びに局所的大雨により生ずるリスクに対する対応計
画を作成
□要求水準書第6、1、(5)、ア に示す事象の2次災害についても計
画
・停電・施設故障による機能低下・停止
・燃料貯留槽の破損
・薬品等の散逸、流出
・脱水設備等からの有害物質の排出
・有害物質の流入による活性汚泥等の死滅
・異常流入
・その他想定されるリスク

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書

計画期間開始40日
前まで 変更時

変更時

20 リスク管理業務

1 維持管理全般に関する要求
(5)リスク管理に関する事項
イ.評価と見直し
リスク発生に対する対応結果を踏まえ、その結果が適正であったか評価し、必
要に応じて計画の見直しを実施すること。

要求水準書
第６ー１－（５）－

イ
□リスク発生に対する対応結果を踏まえ、その結果が適正であったか
評価し、必要に応じて計画の見直しを実施 中期維持管理計画書

事業開始、計画期
間開始40日前まで

事業開始40日前ま
で 変更時⾧期維持管理計画書21 維持管理計画書の作成

2 維持管理計画書に関する要求
(1)⾧期維持管理計画書
下記の事項を盛り込んだ20 年間の維持管理計画書を市と協議の上作成。
・水質管理計画
・汚泥管理計画
・保守点検計画
・エネルギー管理計画
・リスク対応計画
・安全衛生管理方針
・点検・ 調査計画
・修繕計画

要求水準書 第６ー２－（１）

□20年間の維持管理計画書を市と協議の上作成
□実施契約締結後本事業開始予定日の30 日前までに市の確認を
受ける
□以下のの項目を盛り込む
・水質管理計画
・汚泥管理計画
・保守点検計画
・エネルギー管理計画
・リスク対応計画
・安全衛生管理方針
・点検・ 調査計画
・修繕計画
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5年ごと 5年ごと 5年ごと 5年ごと

中期維持管理計画書の確認 中期維持管理計画書の確認 中期維持管理計画書の確認 中期維持管理計画書の確認

年度ごと 年度ごと 年度ごと 年度ごと

年度維持管理計画書の確認 年度維持管理計画書の確認 年度維持管理計画書の確認 年度維持管理計画書の確認

毎月 毎月 ー ー

月間維持管理計画書の確認 月間維持管理計画書の確認 ー ー

年度ごと、毎月 年度ごと、毎月 年度ごと、毎月 年度ごと、毎月

水質管理報告書、汚泥管理報告書、保守点検報告
書、その他報告書の確認

水質管理報告書、汚泥管理報告書、保守点検報告
書、その他報告書の確認

水質管理報告書、汚泥管理報告書、保守点検報告
書、その他報告書の確認

水質管理報告書、汚泥管理報告書、保守点検報告
書、その他報告書の確認

事業開始前、5年ごと、年度ごと 事業開始前、5年ごと、年度ごと 事業開始前、5年ごと、年度ごと 事業開始前、5年ごと、年度ごと

⾧期、中期、年度維持管理計画書(水質管理計画)の
確認

⾧期、中期、年度維持管理計画書(水質管理計画)の
確認

⾧期、中期、年度維持管理計画書(水質管理計画)の
確認

⾧期、中期、年度維持管理計画書(水質管理計画)の
確認

年度ごと、毎月 年度ごと、毎月 ー ー

水質管理報告書
水質測定記録
計量証明書等の確認

水質管理報告書
水質測定記録
計量証明書等の確認

ー ー

事業開始前、5年ごと、年度ごと 事業開始前、5年ごと、年度ごと ー ー

⾧期、中期、年度維持管理計画書(水質管理計画)の
確認

⾧期、中期、年度維持管理計画書(水質管理計画)の
確認

ー ー

5年ごと、年度ごと 5年ごと、年度ごと ー ー

中期、年度維持管理計画書(水質管理計画)の確認 中期、年度維持管理計画書(水質管理計画)の確認 ー ー

毎月、事象発生ごと 毎月、事象発生ごと ３ヶ月ごと、事象発生ごと 年度ごと、事象発生ごと

事故報告書
水質管理報告書の確認

事故報告書
水質管理報告書の確認

事故報告書
水質管理報告書の確認

事故報告書
水質管理報告書の確認

22 維持管理計画書の作成

2 維持管理計画書に関する要求
(2)中期維持管理計画書
下記の事項を盛り込んだ5 年間の 維持 管理計画書を市と協議の上作成。
・水質管理計画
・汚泥管理計画
・保守点検計画
・エネルギー管理計画
・リスク対応計画
・安全衛生管理方針
・点検・ 調査計画
・修繕計画

要求水準書 第６ー２－（２）

□5年間の維持管理計画書を市と協議の上作成
□以下の項目を盛り込む
・水質管理計画
・汚泥管理計画
・保守点検計画
・エネルギー管理計画
・リスク対応計画
・安全衛生管理方針
・点検・ 調査計画
・修繕計画

中期維持管理計画書
計画期間開始40日
前まで 変更時

23 維持管理計画書の作成

2 維持管理計画書に関する要求
(3)年度維持管理計画書
下記の事項を盛り込んだ当該年に係る年度 維持管理計画書を作成。
・水質管理 計画を踏まえた 年度 計画
・汚泥管理計画を踏まえた 年度 計画
・保守点検 計画を踏まえた 年度 計画
・その他当該年における実施予定業務に関する 年度 計画

要求水準書 第６ー２－（３）

□当該年に係る年度維持管理計画書を作成
□以下の項目を盛り込む
・水質管理 計画を踏まえた 年度 計画
・汚泥管理計画を踏まえた 年度 計画
・保守点検 計画を踏まえた 年度 計画
・その他当該年における実施予定業務に関する 年度 計画

年度維持管理計画書

〇 〇 〇 〇
計画期間開始10日
前まで 変更時〇 〇 〇 〇 〇 〇

変更時

24 維持管理計画書の作成

2 維持管理計画書に関する要求
(4)月間維持管理計画書
下記の事項を盛り込んだ 当該 月 に 係る月間維持管理 計画書 を作成 。
・水質管理計画を踏まえた 月間計画
・汚泥管理計画を踏まえた月間計画
・その他当該月における実施予定業務に関する月間計画

要求水準書 第６ー２－（４）

□当該月に係る月間維持管理計画書を作成
□以下の項目を盛り込む
・水質管理計画を踏まえた 月間計画
・汚泥管理計画を踏まえた月間計画
・その他当該月における実施予定業務に関する月間計画

月間維持管理計画書 〇 〇

計画期間開始40日
前まで

〇
計画期間終了後、
翌月10まで

26 水質管理計画書の作成

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(2)維持管理計画における水質管理に関する事項
ア.水質管理計画
(ア)水質管理目標
放流水質基準を遵守するため、流入水量・水質等の情報に基づき
運営権者自ら が安定的運用を図るため 、 運転操作上 の指針と する水質管
理目標値 の 設定。

要求水準書
第６ー４－（２）－

アー（ア）
□放流水質基準を遵守するため、流入水量・水質等の情報に基づ
き、運転操作上の指針とする水質管理目標値を設定

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書
年度維持管理計画書

〇 〇 〇 〇 〇 〇
水質管理報告書
汚泥管理報告書
保守点検報告書

〇 〇 〇 〇 〇25 維持管理報告書の作成

3 維持管理報告書の概要
各維持管理計画書に基づき実施した運転管理、保守点検及び修繕の結果を
取りまとめ、 市に提出すること。
各維持管理報告書の提出期限は、以下のとおりとする。
・各年度 報告書については、 各計画期間終了時点 から 30 日以内とする。
・各月間報告書については、月末から 15 日以内とする。ただし、水質管理報告
書については月末から 30 日以内とする。
・年度維持管理報告書の概要等を 表 ６-１に示す 。表 ６-１の報告書名に
記載のない報告 書については、各計画期間終了時点 から 30日以内とする。
また 、維持管理において故障又は事故等が発生した場合、故障事故報告書を
作成し、発生後速やかに 市に提出すること。

要求水準書 第６ー３

□運営権者は、各維持管理計画書に基づき実施した運転管理、保
守点検及び修繕の結果を取りまとめ、 市 に提出すること
(表6-1、モニタリング基本計画書(案)表2-7参照)
□水質管理報告書は、月末から 30日以内に提出
□汚泥管理報告書は、月末から 15日以内に提出
□各年度報告書は、各計画期間終了時点 から 30日以内に提出

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

27 水質管理計画書の作成

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(2)維持管理計画における水質管理に関する事項
ア.水質管理計画
(イ)水質試験
以下のa から c までに掲げる水質試験 を行うこと。
aの 試験は、 別紙６ に定めるとおり試験を実施し、 施設の状況を考慮し 記
録は５年間保存すること。
bの試験については、 表 ４ １ に示す要求水準を満たすよう運営権者自らが試
験項目及び頻度を定め、 水質 試験を実施すること。
cの試験については、 表 ４ １ に示す項目について、放流先への影響がないよう
既存の施設等を利用し放流水の常時監視を行う こと。 必要に応じ流入水及び
放流水の水質試験を行うことにより、運転及び放流先への影響がないように監視
を行う こと。
a 法定試験(放流水)
b 管理のための試験
c 監視のための試験(流入水及び放流先)

要求水準書
第６ー４－（２）－

アー（イ）

□要求水準書第6、4、(2)、(イ)に示すa~cの水質試験を実施
・別紙6に定める　a 法定試験を実施し、記録は５年間保存する
・b の水質試験は、要求水準を満たすよう運営権者自らが試験項目
及び頻度を定め、試験を実施
・c の水質試験については、放流先へ影響がないよう、既存の施設等
を利用し、放流水を常時監視、必要に応じ流入水及び放流水の水質
試験を行うことにより、運転及び放流先への影響がないように監視を行
う

水質管理報告書
水質測定記録
計量証明書

事業開始、計画期
間開始40日前まで

変更時

変更時

28 水質管理計画書の作成

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(2)維持管理計画における水質管理に関する事項
ア.水質管理計画
(ウ)運転操作方法
・水質管理目標を達成するため、各施設の運転操作と水質試験項目の相互関
係を把握し、適切な運転監視頻度を設定。
・水処理及び汚泥処理方式の特性を踏まえ、処理工程に組み込まれた各施設・
設備の運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設定。
・各施設の改築や修繕、点検の予定がある場合は、これを考慮した運転方法
の設定 。

要求水準書
第６ー４－（２）－

アー（ウ）

□各施設の運転操作と水質試験項目の相互関係を把握し、適切な
運転監視頻度を設定
□処理工程に組み込まれた各施設・設備の運転指標と運転条件、操
作指標と操作量及び監視頻度を設定
□各施設の改築や修繕、点検の予定がある場合は、これを考慮した
運転方法 の設定

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書
年度維持管理計画書

事業開始、計画期
間開始40日前まで

計画期間開始40日
前まで 変更時

30 水質管理業務

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(2)維持管理計画における水質管理に関する事項
オ.悪質排水の流入の対応
悪質排水の流入等の事実を確認した場合は、以下の措置を講じるものとする。
ただし、悪質排水の流入等の結果、本 要求水準 書 第４ の１ を満た さなくと
も運営権者は責を負わないものとする。
・放流水質の達成、未達成に関わらず、速やか な 市 への 報告。
・放流水質基準の未達成、 又はその 恐れが生じた場合 における 、市と 対応
について の 協議 をしたうえで 、 緊急改善措置 を 実施。
・放流水質 の異常における 正常値 への復旧達成に向けた 、改善措置 の 実
施 と 、その効果及び改善状況 の 市 への 報告。

要求水準書
第６ー４－（２）－

オ

□悪質排水の流入等の事実を確認した場合は、以下の措置を講じる
・放流水質の達成、未達成に関わらず、速やかな市への報告
・放流水質基準の未達成、又はその恐れが生じた場合は、市と対応に
ついての協議をしたうえで、緊急改善措置を実施
・放流水質の異常における正常値への復旧達成に向けた、改善措置
の実施と、その効果及び改善状況の市への報告

事故報告書
水質管理報告書

中期維持管理計画書
年度維持管理計画書29 水質管理計画書の作成

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(2)維持管理計画における水質管理に関する事項
ウ.評価と見直し
水質管理計画は、実行した結果を踏まえ評価し、毎年度必要に応じて見直しを
実施。

要求水準書
第６ー４－（２）－

ウ □実行した結果を踏まえ評価し、毎年度必要に応じて見直しを実施

計画期間終了後、
翌月10まで〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇
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毎月、事象発生ごと 毎月、事象発生ごと ３ヶ月ごと、事象発生ごと 年度ごと、事象発生ごと

事故報告書
水質管理報告書の確認

事故報告書
水質管理報告書の確認

事故報告書
水質管理報告書の確認

事故報告書
水質管理報告書の確認

毎月、事象発生ごと 毎月、事象発生ごと ３ヶ月ごと、事象発生ごと 年度ごと、事象発生ごと

不具合報告書
水質管理報告書の確認

不具合報告書
水質管理報告書の確認

不具合報告書
水質管理報告書の確認

不具合報告書
水質管理報告書の確認

事業開始前、5年ごと、年度ごと 事業開始前、5年ごと、年度ごと 事業開始前、5年ごと、年度ごと 事業開始前、5年ごと、年度ごと

⾧期、中期、年度維持管理計画書(汚泥管理計画)の
確認

⾧期、中期、年度維持管理計画書(汚泥管理計画)の
確認

⾧期、中期、年度維持管理計画書(汚泥管理計画)の
確認

⾧期、中期、年度維持管理計画書(汚泥管理計画)の
確認

年度ごと、毎月 年度ごと、毎月 ー ー

汚泥管理報告書
汚泥試験記録
計量証明書等の確認

汚泥管理報告書
汚泥試験記録
計量証明書等の確認

ー ー

事業開始前、5年ごと、年度ごと 事業開始前、5年ごと、年度ごと ー ー

⾧期、中期、年度維持管理計画書(汚泥管理計画)の
確認

⾧期、中期、年度維持管理計画書(汚泥管理計画)の
確認

ー ー

5年ごと、年度ごと 5年ごと、年度ごと ー ー

中期、年度維持管理計画書(汚泥管理計画)の確認 中期、年度維持管理計画書(汚泥管理計画)の確認 ー ー

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の
確認

5年ごと 5年ごと ー ー

中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の確認 中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の確認 ー ー

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(安全衛生管理方針)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(安全衛生管理方針)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(安全衛生管理方針)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(安全衛生管理方針)の
確認

年度ごと、毎月 5年ごと、年度ごと ー ー

保守点検報告書
保守点検実績表
月間業務実績表
故障報告書等を確認

保守点検報告書
保守点検実績表
月間業務実績表
故障報告書等を確認

ー ー

〇 〇31 水質管理業務

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(2)維持管理計画における水質管理に関する事項
カ.放流水質基準を満たさない場合等の対応
水質管理目標値が未達、又はその恐れが生じた 場合は、以下の措置を講じる
こと 。
・市 への 報告と、その原因の究明。
・原因が悪質排水の流入等以外の場合は、運営権者の負担によ る 改善措置
の 実施。
・放流水質が正常値となるまで、改善措置の効果、改善状況 についての 市 へ
の報告 。

要求水準書
第６ー４－（２）－

カ

□水質管理目標値が未達、又はその恐れが生じた 場合は、以下の
措置を講じる
・市への報告と、その原因の究明
・原因が悪質排水の流入等以外の場合は、運営権者の負担による改
善措置の実施
・放流水質が正常値になるまで、改善措置の効果、改善状況について
の市への報告

事故報告書
水質管理報告書

〇

〇 〇 〇 〇
計画期間終了後、
翌月10まで

〇 〇 〇 〇 〇 〇32 水質管理業務

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(2)維持管理計画における水質管理に関する事項
カ.放流水質基準を満たさない場合等の対応
また、第４ の １ に規定する基準が未達となる恐れが生じた場合は、以下の措
置を講じ ること 。
・市 への速やか な 報告と、緊急改善措置 の 実施。
・悪質排水の流入 時 等 を除 いた 、運営権者の 負担を前提とする 予防・ 改
善措置 と効果確認 の 確認 。
・放流水質 基準 未達の懸念が 払拭 されるまで 、改善措置の効果、改善状
況についての市への報告。
・改善措置の効果の確認 と 計量証明 書の提出と、 費用の負担。

要求水準書
第６ー４－（２）－

カ

□第４の１ に規定する基準が未達となる恐れが生じた場合は、以下
の措置を講じる
・市への速やかな報告と、緊急改善措置の実施
・悪質排水の流入時等を除いた、運営権者の負担を前提とする予防・
改善措置と効果確認の確認
・放流水質が正常値になるまで、改善措置の効果、改善状況の市へ
の報告
・改善措置の効果の確認と計量証明書の提出と、費用の負担

不具合報告書
水質管理報告書

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇
計画期間終了後、
翌月10まで

〇 〇 〇 〇

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

34 汚泥管理業務

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(3)維持管理計画における汚泥管理に関する事項
ア.汚泥管理計画
(イ)汚泥試験
別紙6に定めるとおり試験を実施すること。

要求水準書
第６ー４－（３）－

アー（イ） □別紙６に定めるとおり試験を実施
汚泥管理報告書
汚泥試験記録
計量証明書

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書
年度維持管理計画書

33 汚泥管理計画書の作成

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(3)維持管理計画における汚泥管理に関する事項
ア.汚泥管理計画
(ア)汚泥管理目標
汚泥処理施設を適正に管理するため、運転操作上設定する汚泥含水率等の
基
準及び 株式会社 三浦地域資源ユーズへの搬出条件等を満足する基準を運
営権者自ら設定し、遵守する こと 。

要求水準書
第６ー４－（３）－

アー（ア）
□汚泥含水率等の基準及び株式会社三浦地域資源ユーズへの搬
出条件等を満足する基準を運営権者自ら設定

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

35 汚泥管理計画書の作成

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(3)維持管理計画における汚泥管理に関する事項
ア.汚泥管理計画
(ウ)運転操作方法
汚泥管理目標を達成するため、各施設の運転操作と汚泥試験結果 の相互関
係を把握し、 各施設・設備の 適切な 運転条件、操作手法及び監視頻度 を
設定 すること 。
運転操作方法の設定においては、濃縮汚泥の高濃度化、脱水の 高効率化 、
省エネルギー化に努めること。

要求水準書
第６ー４－（３）－

アー（ウ）

□汚泥管理目標を達成するため、各施設の運転操作と汚泥試験結
果 の相互関係を把握し、 各施設・設備の 適切な 運転条件、操作
手法及び監視頻度 を設定

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書
年度維持管理計画書

計画期間開始40日
前まで 変更時

変更時

36 汚泥管理計画書の作成

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(3)維持管理計画における汚泥管理に関する事項
ウ.評価と見直し
汚泥管理計画は、
汚泥試験 結果 等 を踏まえ評価し、毎年度必要に応じて見直しを 行うこと 。

要求水準書
第６ー４－（３）－

ウ
□汚泥管理計画は、汚泥試験結果等を踏まえ評価し、毎年度必要
に応じて見直しを行う

中期維持管理計画書
年度維持管理計画書

事業開始、計画期
間開始40日前まで

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

38 エネルギー管理計画書
の作成

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(4)エネルギー管理に関する事項
ウ.評価と見直し
エネルギー管理計画は、エネルギー 管理記録 等 を踏まえ評価し、必要に応じ
て見直しを 図ること 。

要求水準書
第６ー４－（４）－

ウ
□エネルギー管理計画は、エネルギー管理記録等を踏まえ評価し、必
要に応じて見直しを行う 中期維持管理計画書

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書37 エネルギー管理計画書

の作成

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(4)エネルギー管理に関する事項
ア.エネルギー管理計画
現状のエネルギー使用箇所やエネルギーの種類及び使用量を把握の上、エネル
ギー管理計画を策定すること。管理計画の策定に 当たって は、放流水質基準
への影響評価など 、 水質管理計画及び汚泥管理計画との調整を 図り 、次の
事項を 踏まえ作成すること 。
(ア)エネルギー管理目標の設定
運転操作の工夫等 によって実現できるエネルギー管理目標 の 策定。
(イ)エネルギー削減方法及び運転操作方法
目標を達成するため有効と考えられるエネルギー削減方法と、その実現のための
設備の運転操作方法 の 検討。

要求水準書
第６ー４－（４）－

ア

□現状のエネルギー使用箇所やエネルギーの種類及び使用量を把握
の上、エネルギー管理計画を策定
□運転操作の工夫等によって実現できるエネルギー管理目標の策定
□目標を達成するため有効と考えられるエネルギー削減方法と、その
実現のための設備の運転操作方法の検討

計画期間開始40日
前まで 変更時

39 安全衛生管理方針の作
成

4 処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項
(5)安全衛生管理
現状の安全管理手法等を把握の上、安全管理方針を策定の上、運転管理業
務を実施すること。

要求水準書 第６ー４－（５） □現状の安全管理手法等を把握の上、安全管理方針を策定
⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書

計画期間終了後、
翌月10まで

変更時

40 物品交換・清掃業務
故障対応業務

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(1)保守点検に関する事項
ア.保守業務
常に各機器が正常に稼働するよう、各機器に対して、定期的な油の補充・交換
及び清掃並びに異常が発見された場合における調整・修理・取替等の実施を行
うとともに、以下の対応を図ること。

要求水準書 第６ー５－（１）－
ア

□各機器に対して、定期的な油の補充・交換及び清掃の実施
□異常が発見された場合における調整・修理・取替等の実施

保守点検報告書
保守点検実績表
月間業務実績表
故障報告書

事業開始、計画期
間開始40日前まで
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事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(保守点検計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(保守点検計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(保守点検計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(保守点検計画)の確認

5年ごと、年度ごと 5年ごと、年度ごと ー ー

中期、年度維持管理計画書(保守点検計画)の確認 中期、年度維持管理計画書(保守点検計画)の確認 ー ー

実施ごと 実施ごと ー ー

日常点検記録表の確認 日常点検記録表の確認 ー ー

毎月 毎月 ー ー

定期点検記録表の確認 定期点検記録表の確認 ー ー

実施ごと 毎月 ー ー

各法定点検記録、報告書の確認 各法定点検記録、報告書の確認 ー ー

5年ごと、年度ごと 5年ごと、年度ごと ー ー

点検・調査報告書の確認 点検・調査報告書の確認 ー ー

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと ー ー

⾧期、中期維持管理計画書(点検・調査計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(点検・調査計画)の確認 ー ー

5年ごと 5年ごと ー ー

⾧期、中期維持管理計画書(点検・調査計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(点検・調査計画)の確認 ー ー

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認

5年ごと、年度ごと 5年ごと、年度ごと ー ー

中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ー ー

事業開始前、5年ごと(計画)
修繕完了後

事業開始前、5年ごと(計画)
修繕完了後

ー ー

⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認
修繕報告書等の確認
※資産の管理方法区分を明記(予防保全、事後保
全)

⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認
修繕報告書等の確認
※資産の管理方法区分を明記(予防保全、事後保
全)

ー ー

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

42 保守点検計画書の作成

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(1)保守点検に関する事項
ア.保守業務
(イ)評価と見直し
保守点検の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に応じて計画の見直しを実施。

要求水準書
第６ー５－（１）－

アー（イ）
□現状の保守点検の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に応じて計
画の見直しを実施

中期維持管理計画書
年度維持管理計画書

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書41 保守点検計画書の作成

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(1)保守点検に関する事項
ア.保守業務
(ア)保守点検計画
対象施設、保守点検項目、保守点検方法及び判定基準、保守点検周期等の
具体的実施事項について計画。

要求水準書
第６ー５－（１）－

アー（ア）
□対象施設、点検項目、点検方法、判定基準、点検臭気等を記した
保守点検計画を策定

計画期間開始40日
前まで 変更時

43 保守点検業務

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(1)保守点検に関する事項
イ.日常点検業務
各機器の異常の有無及び作動状況を確認し、その状況を 記録。

要求水準書
第６ー５－（１）－

イ □各機器の異常の有無及び作動状況を確認し、その状況を記録 日常点検記録表

計画期間終了後、
翌月10まで44 保守点検業務

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(1)保守点検に関する事項
ウ.定期点検業務
各機器の損傷、腐食及び摩耗状況等を確認し、修理等の対策の必要性、対
策方法等を検討するために、定期的に点検を行い、その状況を記録。

要求水準書
第６ー５－（１）－

ウ

□各機器の損傷、腐食及び摩耗状況等を確認し、修理等の対策の
必要性、対策方法等を検討するために、定期的に点検を行い、その状
況を記録。

定期点検記録表

翌日、10時まで
翌日が休日の場合
は、次の平日に実施

点検業務実施終了
後、翌々月10まで

46 点検・調査業務

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(2)調査に関する事項
改築時期及び範囲を特定するため以下を踏まえ 情報を収集する こと 。
調査実施に当たって は 、目視・聴覚等による定性的な把握や、 調査対象の特
性に応じた 測定機器等を用いて劣化の 状態 を確認し、記録する こと 。調査
に当たって は、 別紙３及び 別紙７ を参考に行うこと とし、 調査結果の妥当
性 について 客観的 な 判断 が 出来 るよう に 努めること。

要求水準書 第６ー５－（２）
□調査実施に当たっては、目視・聴覚等による定性的な把握や、調査
対象の特性に応じた測定機器等を用いて劣化の状態を確認し、記録
する

点検・調査報告書

法定点検記録表45 保守点検業務

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(1)保守点検に関する事項
エ.法定点検業務
関係法令等に定める点検及び検査を実施。

要求水準書
第６ー５－（１）－

エ □関係法令等に定める点検及び検査を実施

計画期間終了後、
翌月10まで

47 点検・調査計画書の作
成

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(2)調査に関する事項
ア.調査計画
以下の項目を包含 する 調査計画を作成する こと。
・各設備の管理方法
・対象施設
・実施時期
・調査単位
・調査方法
・概算費用

要求水準書
第６ー５－（２）－

ア

□以下の項目を包含する調査計画を作成すること
(各設備の管理方法、対象施設、実施時期、調査単位、調査方法、
概算費用)

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書

計画期間開始40日
前まで

変更時

変更時

48 点検・調査計画書の作
成

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(2)調査に関する事項
イ.評価と見直し
調査の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に応じて計画の見直しを実施。

要求水準書
第６ー５－（２）－

イ
□調査の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に応じて計画の見直しを
実施

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書

事業開始、計画期
間開始40日前まで

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

50 修繕計画書の作成

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(3)修繕に関する事項
ア.修繕計画
(イ)事後保全的修繕
経年劣化及び修繕履歴等から想定される故障事例を示し、それに対する具体
的な対応策を記載。

要求水準書
第６ー５－（３）－

アー（イ）

□以下の事項に留意して修繕計画を策定
(事後保全的修繕:経年劣化及び修繕履歴等から想定される故障
事例を示し、それに対する具体的な対応策を記載)

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書49 修繕計画書の作成

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(3)修繕に関する事項
ア.修繕計画
以下の事項に留意して、修繕計画を策定すること。
(ア)予防保全的修繕
対象機器、施工時期、修繕 内容、 判定基準 を 記載。

要求水準書
第６ー５－（３）－

アー（ア）

□以下の事項に留意して修繕計画を策定
(予防保全的修繕:対象機器、施工時期、修繕内容、判定基準を
記載)

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

51 修繕計画書の作成

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(3)修繕に関する事項
ア.修繕計画
(ウ)評価と見直し
状況の変化や改築計画との調整により、変更が生じた場合、毎年度必要に応じ
て計画の見直しを実施。

要求水準書
第６ー５－（３）－

アー（ウ）
□状況の変化や改築計画との調整により、変更が生じた場合、毎年
度必要に応じて計画の見直しを実施 中期維持管理計画書

計画期間開始40日
前まで(計画書)
計画期間終了後、
翌月10まで(報告
書)

変更時

変更時

52 修繕業務

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(3)修繕に関する事項
イ.予防保全的修繕
設備の重要度等が高く、 老朽化の進捗を目視・聴覚や測定機器を用いて把握
することが可能な設備については、状態監視保全として予防保全的修繕を原則
とする 。状態監視保全設備については、稼働時間・点検・調査結果に基づいた
計画的な修繕を実施すること。
老朽化の進捗を把握することが困難な設備については、時間計画保全を原則と
する。状態監視保全、及び時間計画保全の設備については、 別紙７ で示す。

要求水準書
第６ー５－（３）－

イ

□設備の重要度等が高く、老朽化の進捗を目視・聴覚や測定機器を
用いて把握することが可能な設備については、状態監視保全（別紙
7）として予防保全的修繕を原則とする
□状態監視保全設備については、稼働時間・点検・調査結果に基づ
いた計画的な修繕を実施する
□老朽化の進捗を把握することが困難な設備については、時間計画
保全（別紙7）を原則とする

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書
修繕報告書

計画期間開始40日
前まで
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事象発生ごと 毎月 ー ー

修繕報告書の確認 修繕報告書の確認 ー ー

5年ごと、年度ごと 5年ごと、年度ごと ー ー

物品管理台帳
納品書等の確認

物品管理台帳
納品書等の確認

ー ー

毎月 毎月 ー ー

月間業務実績表の確認
※時に現地確認

月間業務実績表の確認
※時に現地確認

ー ー

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと ー ー

⾧期、中期維持管理計画(リスク対応計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画(リスク対応計画)の確認 ー ー

事業開始前(保安規程、届け出類)、変更ごと
毎月(報告書類)

事業開始前(保安規程、届け出類)、変更ごと
毎月(報告書類)

ー ー

保安規程、届け出類の確認
保守点検報告書、修繕報告書等の確認

保安規程、届け出類の確認
保守点検報告書、修繕報告書等の確認

ー ー

事業開始前(保安規程、届け出類)、変更ごと
毎月(報告書類)

事業開始前(保安規程、届け出類)、変更ごと
毎月(報告書類)

ー ー

保安規程、届け出類の確認
業者報告書等の確認

保安規程、届け出類の確認
業者報告書等の確認 ー ー

事業終了時 事業終了時 ー ー

ストック台帳の確認
提出用電子ファイル

ストック台帳の確認
提出用電子ファイル

ー ー

毎月、事象発生ごと 毎月 ー ー

クレーム対応記録
報告書等の確認

クレーム対応記録
報告書等の確認

ー ー

事業開始前、5年ごと、年度ごと 事業開始前、5年ごと、年度ごと ー ー

⾧期、中期、年度維持管理計画書(リスク対応計画)
の確認
※時にヒアリングにて確認

⾧期、中期、年度維持管理計画書(リスク対応計画)
の確認
※時にヒアリングにて確認

ー ー

事業開始前、5年ごと、年度ごと 事業開始前、5年ごと、年度ごと ー ー

⾧期、中期、年度維持管理計画書の確認 ⾧期、中期、年度維持管理計画書の確認 ー ー

事業開始前 事業開始前 ー ー

⾧期維持管理計画書の確認 ⾧期維持管理計画書の確認 ー ー

修繕業務実施終了
後、翌々月10まで

54 物品調達管理業務

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(4)物品等の調達・管理に関する事項
業務を行う上で必要となる物品等を調達し、適切に管理を行うこと。また、調達に
当たって は、適切な品質及び規格のものとすること。
・運転に必要な消耗品、部品、付属品及び予備品等
・その他運転に必要な全ての機械器具、計測機器、工具類、事務機器類及び
その他雑用類

要求水準書 第６ー５－（４）

□調達に当たっては、適切な品質及び規格のものとする
(運転に必要な消耗品、部品、付属品及び予備品等、その他運転に
必要な全ての機械器具、計測機器、工具類、事務機器類及びその
他雑用類)

物品管理台帳
納品書

修繕報告書53 修繕業務

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(3)修繕に関する事項
ウ.予防保全的修繕
突発的に発生した故障・事故に対しては、被害を最小限に抑えるための対策を講
じ、 速やか に修繕を実施 すること 。

要求水準書
第６ー５－（３）－

ウ
□突発的に発生した故障・事故に対しては、被害を最小限に抑えるた
めの対策を講じ、すみやかに修繕を実施する

計画期間終了後、
翌月10まで

55 環境整備業務
5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(5)外構（植栽を含む）の維持管理に関する事項
現状の外構（植栽を含む）について美観を保つ こと。

要求水準書 第６ー５－（５） □現状の外構（植栽を含む）について美観を保つこと 月間業務実績表

事業開始、計画期
間開始40日前まで56 リスク対応計画書の作成

5 処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項
(6)緊急時及び災害対応等業務
常に迅速な対応が図れるよう、事前に市と協議のうえ、緊急時及び災害対応等
における連絡体制、出動体制及びその基準 について定めること 。 参集基準につ
いては 三浦市地域 防災 計画に準拠すること 。

要求水準書 第６ー５－（６）
□事前に市と協議のうえ、緊急時及び災害対応等における連絡体
制、出動体制及びその基準について定める
□参集基準については、三浦市地域防災計画に準拠する

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書

計画期間終了後、
翌月10まで

〇
計画期間終了後、
翌月10まで 変更時

58 その他業務

6 その他
(1)電気工作物に関する事項
なお、委託等を行う場合は、受託者が主任技術者を選任するとともに、必要に応
じて作業責任者を選任すること。作業責任者は、主任技術者の監督のもとに補
助業務を行うこと。保安規程及び主任技術者の届出は、受託者が監督官庁へ
行うこと。

要求水準書 第６ー６－（１）

□受託者が主任技術者を選任する
□受託者は、必要に応じて作業責任者を選任し、作業責任者は主任
技術者の監督のもとに補助業務を行う
□保安規程及び主任技術者の届出は、受託者が監督官庁へ行う

保安規程
届け出類
業者報告書

〇 〇 〇 〇 〇 〇

保安規程
届け出類
保守点検報告書
修繕報告書

〇 〇 〇 〇 〇57 その他業務

6 その他
(1)電気工作物に関する事項
電気事業法に基づき保安規程を定め、これに基づき電気工作物の巡視、点検
及び測定を行うとともに、技術基準を遵守するための修理、改造及び移設等を実
施すること。また、電気主任技術者（以下「主任技術者」という。）を選任すると
ともに、必要に応じて作業責任者を選任すること。作業責任者は、主任技術者の
監督のもとに補助業務を行うこと。保安規程及び主任技術者の届出は、運営権
者が設置者として監督官庁へ行うこと 。

要求水準書 第６ー６－（１）

□電気事業法に基づき保安規程を定める
□保安規程に基づき電気工作物の巡視、点検、測定、更には技術基
準を遵守するための修理、改造及び移設等を実施する
□電気主任技術者（以下「主任技術者」という。）を選任する
□必要に応じて作業責任者を選任し、作業責任者は主任技術者の
監督のもとに補助業務を行う
□保安規程及び主任技術者の届出は、運営権者が設置者として監
督官庁へ行う

計画期間終了後、
翌月10まで

変更時

59 その他業務

6 その他
(2)施設情報管理に関する事項
運転管理、保守点検 で発生した情報（異常・故障情報、保守点検・調査情
報、修繕情報、水質・運転情報） を市が提供する「 ストック 台帳（処理場・
ポンプ場）」を利用し管理すること。
なお、運営権者が別途、管理用システムを用意し管理することを妨げないが、契
約終了時においては、 ＣＳＶ 、 ＥＸＣＥＬ ファイル形式等の汎用的なファイ
ル形式にて、当該データを市又は市の指定した 者 に提出すること。

要求水準書 第６ー６－（２）

□運転管理、保守点検で発生した情報を市が提供する「ストック台帳
（処理場・ポンプ場）」を利用し管理する
□契約終了時においては、ＣＳＶ、ＥＸＣＥＬファイル形式等の汎
用的なファイル形式にて、当該データを市又は市の指定した者に提出
する

ストック台帳
提出用電子ファイル

〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
計画期間終了後、
翌月10まで〇 〇 〇 〇 〇 〇60 管路施設の維持管理業

務

1 維持管理全般に関する要求
(1)基本的事項
イ.維持管理体制
(ア)維持管理体制の構築
管路施設の維持管理に当たっては、以下を踏まえ実施体制を構築すること。
・住民からの対応要求に対しては、即日に一時対応を行い、解決を試みること。
対応困難な案件が生じた場合は、市に速やかに報告し解決を図ること。
・維持管理において法令上に掲げる有資格者が実施すべき業務にはそれぞれ必
要な有資格者が担当すること 。

要求水準書
第７ー１－（１）－

イー（ア）

□住民からの対応要求に対しては、即日に一時対応を行い、解決を
試みること
□対応困難な案件が生じた場合は、市に速やかに報告し解決を図る
こと

クレーム対応記録
報告書 〇 〇

事業終了30日前ま
で

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

62 管路施設の維持管理業
務

1 維持管理全般に関する要求
(1)基本的事項
イ.維持管理体制
(ア)従事職員が有すべき資格
維持管理を実施するに当たり、法令上定める資格要件に則り、必要な有資格者
を配置させることはもとより、運営権者自らが当該業務を行わせるに当たり必要と
認める資格又は経験を有する者を配置させること。

要求水準書
第７ー１－（１）－

イー（イ）
□法令上定める資格要件に則り、必要な有資格者を配置
□運営権者自らが必要と認める資格又は経験を有するものを配置

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書
年度維持管理計画書

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書
年度維持管理計画書

61 管路施設の維持管理業
務

1 維持管理全般に関する要求
(1)基本的事項
イ.維持管理体制
(ア)維持管理体制の構築
・豪雨、停電、重大事故発生等の非常時対応を要する事態、 又は 生じる恐れ
がある場合に緊急対応できる体制 を構築すること。

要求水準書
第７ー１－（１）－

イー（ア）
□豪雨、停電、重大事故発生等の非常時対応を要する事態、又は
生じる恐れがある場合に緊急対応できる体制を構築する

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

63 維持管理計画書の作成

2 維持管理計画書に関する事項
(1)⾧期維持管理計画書
下記の事項を盛り込んだ20 年間の 各種 管理計画書 の 作成。
・保守点検計画
・点検・調査計画
・エネルギー管理計画
・リスク対応計画
・修繕計画
・安全衛生管理方針

要求水準書 第７ー２－（１）

□20年間の維持管理計画書を作成
□実施契約締結後本事業開始予定日の30 日前までに市の確認を
受ける
□保守点検計画、点検・調査計画、エネルギー管理計画、リスク対応
計画、修繕計画、安全衛生方針の項目を盛り込む

⾧期維持管理計画書 変更時
事業開始40日前ま
で
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5年ごと 5年ごと ー ー

中期維持管理計画書の確認 中期維持管理計画書の確認 ー ー

年度ごと 年度ごと ー ー

年度維持管理計画書の確認 年度維持管理計画書の確認 ー ー

毎月 毎月 ー ー

月間維持管理計画書の確認 月間維持管理計画書の確認 ー ー

毎月 毎月 ー ー

巡視点検報告書の確認 巡視点検報告書の確認 ー ー

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の
確認

5年ごと 5年ごと 5年ごと 5年ごと

中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の確認 中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の確認 中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の確認 中期維持管理計画書(エネルギー管理計画)の確認

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認

5年ごと 5年ごと 5年ごと 5年ごと

中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認

5年ごと 5年ごと 5年ごと 5年ごと

中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 中期維持管理計画書(修繕計画)の確認 中期維持管理計画書(修繕計画)の確認

事業開始前、5年ごと(計画)
修繕完了後

5年ごと、年度ごと 5年ごと、年度ごと ー

⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認
修繕報告書等の確認
※資産の管理方法区分を明記(予防保全、事後保
全)

⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認
修繕報告書等の確認
※資産の管理方法区分を明記(予防保全、事後保
全)

⾧期、中期維持管理計画書(修繕計画)の確認
修繕報告書等の確認
※資産の管理方法区分を明記(予防保全、事後保
全)

ー

計画期間開始40日
前まで 変更時64 維持管理計画書の作成

2 維持管理計画書に関する事項
(2)中期維持管理計画書
下記の事項を盛り込んだ5 年間の 各種 管理計画書 の 作成。
・保守点検計画
・点検・調査計画
・エネルギー管理計画
・リスク対応計画
・修繕計画
・安全衛生管理方針

要求水準書 第７ー２－（２）
□5年間の維持管理計画書を作成
□保守点検計画、点検・調査計画、エネルギー管理計画、リスク対応
計画、修繕計画、安全衛生方針の項目を盛り込む

中期維持管理計画書

計画期間開始40日
前まで 変更時

66 維持管理計画書の作成

2 維持管理計画書に関する事項
(4)月間維持管理計画書
下記の事項を盛り込んだ 当該 月 に係る 維持 管理 計画書 の 作成。
・保守点検 理計画を 踏まえた 月間 計画
・その他当該月における実施予定業務に関する月間計画

要求水準書 第７ー２－（４）
□当該月に係る月間維持管理計画書を作成
□保守点検計画を踏まえた月間計画、その他当該月における実施予
定業務に関する月間計画の項目を盛り込む

月間維持管理計画書

年度維持管理計画書65 維持管理計画書の作成

2 維持管理計画書に関する事項
(3)年度維持管理計画書
下記の事項を盛り込んだ当該年度 に係る 年度 維持 管理計画書 の 作成。
・保守点検計画を踏まえた 年度 計画
・その他当該年における実施予定業務に関する年間計画

要求水準書 第７ー２－（３）
□当該年に係る年度維持管理計画書を作成
□保守点検計画を踏まえた年度計画、その他当該年における実施予
定業務に関する年度計画の項目を盛り込む

計画期間開始10日
前まで 変更時

67 管路施設の保守点検業
務

3 管路施設の維持管理に関する事項
(1)保守点検
全路線を対象とし、実施周期については老朽管の増加割合に応じて変更する。
管路施設が埋設されている地上部（道路面、人孔蓋及びその周辺）を巡視の
うえ、調査員の目視等により異常の有無を記録すること。 また、 表 ７-１ に掲
げる事項を行う こと。

要求水準書 第７ー３－（１）

□全路線を対象とし、実施周期については老朽管の増加割合に応じ
て変更する
□管路施設が埋設されている地上部(道路面、人孔蓋及びその周
辺)を巡視
□調査員の目視等により異常の有無を記録
□表7-1の記載事項を実施

巡視点検報告書

〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時68 管路施設のエネルギー

管理計画書の作成

3 管路施設の維持管理に関する事項
(2)エネルギー管理に関する事項
ア.エネルギー管理計画
現状のエネルギー使用箇所やエネルギーの種類及び使用量を把握の上、エネル
ギー管理計画を策定すること。管理計画の策定に当たっては、目標を達成するた
め有効と考えられるエネルギー削減方法と、その実現のための設備の運転操作
方法 について 検討 すること 。

要求水準書
第７ー３－（２）－

ア

□現状のエネルギー使用箇所やエネルギーの種類及び使用量を把握
の上、エネルギー管理計画を策定
□目標を達成するため有効と考えられるエネルギー削減方法と設備の
運転操作方法について検討すること

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書

計画期間終了後、
翌月10まで

計画期間開始40日
前まで

変更時

70 管路施設のリスク対応計
画書の作成

3 管路施設の維持管理に関する事項
(3)リスク管理に関する事項
ア.リスク対応計画の内容
地震及び津波並びに局所的大雨により生ずるリスクに対する対応計画を示すこ
と。なお、本対応計画を作成するに当たっては、以下に掲げる 2 次災害について
も言及し作成すること。

要求水準書
第７ー３－（３）－

ア

□地震・津波。局所的大雨に対するリスク対応計画の作成
□要求水準書第7、3、(3)、ア に示す事象の2次災害についても計
画

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書

中期維持管理計画書69 管路施設のエネルギー
管理計画書の作成

3 管路施設の維持管理に関する事項
(2)エネルギー管理に関する事項
ウ.評価と見直し
エネルギー管理
計画は、エネルギー管理記録等を踏まえ評価し、必要に応じて見直しを図るこ
と。

要求水準書
第７ー３－（２）－

ウ
□エネルギー管理計画は、エネルギー管理記録等を踏まえ評価し、必
要に応じて見直しを図ること

事業開始、計画期
間開始40日前まで

変更時

71 管路施設のリスク対応計
画書の作成

3 管路施設の維持管理に関する事項
(3)リスク管理に関する事項
イ.評価と見直し
リスク発生に対する対応結果を踏まえ、その結果が適正であったか評価し、必要
に応じて計画の見直しを実施すること。

要求水準書
第７ー３－（３）－

イ
□リスク発生に対する対応結果を踏まえ、その結果が適正であったか
評価し、必要に応じて計画の見直しを実施

中期維持管理計画書

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

変更時

72 管路施設の修繕計画書
の作成

3 管路施設の維持管理に関する事項
(4)修繕に関する事項
ア.修繕計画
(ア)予防保全的修繕
対象施設 、施工時期、修繕内容、判定基準を記載。

要求水準書
第７ー３－（４）－

アー（ア）

□以下の事項に留意して修繕計画を策定
(予防保全的修繕:対象機器、施工時期、修繕内容、判定基準を
記載)

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書

計画期間開始40日
前まで

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

74 管路施設の修繕計画書
の作成

3 管路施設の維持管理に関する事項
(4)修繕に関する事項
ア.修繕計画
(ウ)評価と見直し
状況の変化や改築計画との調整により、変更が生じた場合、必要に応じて計画
の見直しを実施。

要求水準書
第７ー３－（４）－

アー（ウ）
□状況の変化や改築計画との調整により、変更が生じた場合、必要に
応じて計画の見直しを実施 中期維持管理計画書

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書73 管路施設の修繕計画書

の作成

3 管路施設の維持管理に関する事項
(4)修繕に関する事項
ア.修繕計画
(イ)事後保全的修繕
経年劣化及び修繕履歴等から想定される不具合 事例を示し、それに対する具
体的な対応策を記載。

要求水準書
第７ー３－（４）－

アー（イ）

□以下の事項に留意して修繕計画を策定
(事後保全的修繕:経年劣化及び修繕履歴等から想定される故障
事例を示し、それに対する具体的な対応策を記載)

計画期間開始40日
前まで 変更時

75 管路施設の修繕業務

3 管路施設の維持管理に関する事項
(4)修繕に関する事項
イ.予防保全的修繕
施設の重要度等が高く、老朽化の進捗を目視（テレビカメラ調査含む）にて把
握することが可能な施設については、状態監視保全として予防保全的修繕を原
則とする。状態監視保全施設については、点検・調査結果に基づいた計画的な
修繕を実施すること。なお、老朽化の進捗を把握することが困難な施設について
は、時間計画保全を原則とする。「腐食環境下」「ヒューム管」「塩ビ管」にあって
は、劣化・損傷を把握する頻度について留意すること。

要求水準書
第７ー３－（４）－

イ

□設備の重要度等が高く、老朽化の進捗を目視(テレビカメラ調査含
む)にて把握することが可能な設備については、状態監視保全として予
防保全的修繕を原則とする
□状態監視保全設備については、点検・調査結果に基づいた計画的
な修繕を実施する
□老朽化の進捗を把握することが困難な設備については、時間計画
保全を原則とする
□「腐食環境下」「ヒューム管」「塩ビ管」にあっては、劣化・損傷を把握
する頻度について留意すること

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書
修繕報告書

変更時

事業開始、計画期
間開始40日前まで
(計画書)
計画期間終了後、
翌月10まで(報告
書)
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事象発生ごと 毎月 ー ー

修繕報告書の確認 修繕報告書の確認 ー 　－

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認 ⾧期、中期維持管理計画書(リスク対応計画)の確認

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと ー ー

⾧期、中期維持管理計画書(安全衛生管理方針)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(安全衛生管理方針)の
確認

ー ー

事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと 事業開始前、5年ごと

⾧期、中期維持管理計画書(安全衛生管理方針)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(安全衛生管理方針)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(安全衛生管理方針)の
確認

⾧期、中期維持管理計画書(安全衛生管理方針)の
確認

5年ごと、年度ごと 5年ごと、年度ごと ー ー

安全衛生管理報告書
安全衛生教育実施記録
安全衛生管理表等の確認

安全衛生管理報告書
安全衛生教育実施記録
安全衛生管理表等の確認

ー ー

作業実施ごと 年度ごと ー ー

点検・調査報告書(安全対策を記載)の確認 点検・調査報告書(安全対策を記載)の確認 ー ー

作業実施ごと 年度ごと ー ー

点検・調査報告書(安全対策を記載)の確認 点検・調査報告書(安全対策を記載)の確認 ー ー

事象発生ごと 毎月 毎月 年度ごと

クレーム対応記録
報告書等の確認

クレーム対応記録
報告書等の確認

クレーム対応記録
報告書等の確認

クレーム対応記録
報告書等の確認

作業実施ごと 6ヶ月ごと ー ー

作業記録簿
作業写真帳等の確認

作業記録簿
作業写真帳等の確認 ー ー

計画期間終了後、
翌月10まで76 管路施設の修繕業務

3 管路施設の維持管理に関する事項
(4)修繕に関する事項
ウ.事後保全的修繕
突発的に発生した故障・事故に対しては、被害を最小限に抑えるための対策を講
じ、 速やか に修繕を実施すること。

要求水準書
第７ー３－（４）－

ウ
□突発的に発生した故障・事故に対しては、被害を最小限に抑えるた
めの対策を講じ、 速やか に修繕を実施すること 修繕報告書

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

78 管路施設の安全衛生方
針の作成

3 管路施設の維持管理に関する事項
(6)安全管理
ア.一般事項
以下に掲げる事項を考慮し、安全管理に関する事項を実施すること。
(ア)公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止
(イ)作業中は気象情報に十分注意を払い、降雨予報が出された際は直ちに作
業を中止できる体制の構築
(ウ)安全管理については、年度維持管理計画書に明示し、運営権者自らの責
任で実施すること。
(エ)労働安全衛生法、酸素欠乏症防止規則、建設工事公衆災害防止対策
要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を実施し、地震等の発生
時の対応策を定めること。

要求水準書
第７ー３－（６）－

ア

□安全管理については、年度維持管理計画書に明示し、運営権者自
らの責任で実施すること
□労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、建設工事公衆災害
防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を実
施し、地震等の発生時の対応策を定めること

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書

⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書77 管路施設のリスク対応計

画書の作成

3 管路施設の維持管理に関する事項
(5)緊急時及び災害対応等業務
常に迅速な対応が図れるよう、事前に市と協議のうえ、緊急時及び災害対応等
における連絡体制、出動体制及びその基準 について定めること。 参集基準につ
いては三浦市地域防災計画に準拠すること。

要求水準書 第７ー３－（５）

□常に迅速な対応が図れるよう、事前に市と協議のうえ、緊急時及び
災害対応等における連絡体制、出動体制及びその基準 について定め
ること
□参集基準については三浦市地域防災計画に準拠すること

事業開始、計画期
間開始40日前まで 変更時

79 管路施設の安全衛生方
針の作成

3 管路施設の維持管理に関する事項
(6)安全管理
イ.安全衛生管理方針
現状の安全管理手法等を把握の上、安全管理方針を策定の上、下記の安全
管理業務を実施すること。

要求水準書
第７ー３－（６）－

イ □現状の安全管理手法等を把握の上、安全管理方針を策定
⾧期維持管理計画書
中期維持管理計画書

計画期間終了後、
翌月10まで

変更時

80 管路施設の安全衛生管
理業務

3 管路施設の維持管理に関する事項
(6)安全管理
イ.安全衛生管理方針
(ア)安全教育
以下に掲げる事項を考慮し、安全教育を実施すること。
a 業務に従事する者に対して、定期的に当該業務に関する安全教育を行い、作
業員の安全意識の向上を図ること。
b 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年9月30日労働省令第42号)で定める
酸素欠乏危険作業に関する業務について教育を行うこと。

要求水準書
第７ー３－（６）－

イー（ア）

□業務に従事する者に対して、定期的に当該業務に関する安全教育
を行い、作業員の安全意識の向上を図ること
□酸素欠乏症等防止規則(昭和47年9月30日労働省令第42号)
で定める酸素欠乏危険作業に関する業務について教育を行うこと

安全衛生管理報告書
安全衛生教育実施記録
安全衛生管理表

事業開始、計画期
間開始40日前まで

計画期間終了後、
翌月10まで

82 管路施設の安全衛生管
理業務

3 管路施設の維持管理に関する事項
(6)安全管理
ウ.公衆災害防止
下記を盛り込んだ公衆災害防止策を実施すること。
(ア)作業中は、常時、作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交
通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を実施すること。
(イ)作業現場に業務内容を明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照
明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全を確保すること。
(ウ)作業区域内に交通整理員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、整
理を行うこと。
(エ)路上で作業を行う場合、所轄の警察署で道路使用許可申請を行い、許可
条件を遵守すること。
(オ)作業に伴う交通処理及び保安対策は、本要求水準書に定めるところによる
他、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。

要求水準書
第７ー３－（６）－

ウ

□作業現場に業務内容を明示した標識を設けるとともに、夜間には十
分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全を確保する
こと
□作業区域内に交通整理員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘
導、整理を行うこと
□路上で作業を行う場合、所轄の警察署で道路使用許可申請を行
い、許可条件を遵守すること

点検・調査報告書

点検・調査報告書81 管路施設の安全衛生管
理業務

3 管路施設の維持管理に関する事項
(6)安全管理
イ.安全衛生管理方針
(イ)労働災害防止
下記を盛り込んだ労働災害防止策を実施すること。
a 現場の作業環境を常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点
検して、作業に従事する者の安全を図ること。
b マンホール、管きょ等に出入りし、これらの内部で作業を行う場合は、酸素欠
乏症等防止規則で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏
空気や有毒ガス等の有無を、作業開始前と作業中は常時測定し、 換気等事
故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。
c 作業中、酸素欠乏空気や有毒ガス等が発生した場合は、直ちに必要な措置
を実施すること。
d 酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、市が提示を求めた場合
は、その指示に従うこと。

要求水準書
第７ー３－（６）－

イー（イ）

□現場の作業環境を常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設
備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること
□マンホール、管きょ等に出入りし、これらの内部で作業を行う場合
は、酸素欠乏空気や有毒ガス等の有無を、作業開始前と作業中は常
時測定
□換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに呼吸用保護具等を
常備すること
□作業中、酸素欠乏空気や有毒ガス等が発生した場合は、直ちに必
要な措置を実施すること
□酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、市が提示を求め
た場合は、その指示に従うこと

〇 〇

計画期間終了後、
翌月10まで

83 住民対応業務に関する
事項

4 住民対応業務に関する事項
業務を実施するにあたり、地域住民等に業務内容を説明し、理解と協力を得ると
ともに、紛争等が生じないように努め ること 。
地域住民等から苦情、要望等があった時は、誠意をもって対応し、その結果を速
やかに本市に報告 すること 。

要求水準書 第７ー４
□地域住民等から苦情、要望等があった時は、誠意をもって対応し、
その結果を速やかに本市に報告 すること

クレーム対応記録
報告書 〇

計画期間終了後、
翌月10まで84 管路施設のその他業務

5 その他
(1)留意事項
維持管理
業務全般にわたり 、 道路使用許可条件を遵守して行 い、 作業記録簿を作成
し、重要な問題があった場合は写真と共に記録を残し、市の請求があった場合は
速やかに提出すること。

要求水準書 第７ー５ー（１）

□維持管理業務全般にわたり 、道路使用許可条件を遵守して行い、
作業記録簿を作成する
□重要な問題があった場合は写真と共に記録を残し、市の請求があっ
た場合は速やかに提出すること

作業記録簿
作業写真帳

〇 〇 〇 〇 〇
計画期間終了後、
翌月10まで〇 〇 〇 〇
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作業実施ごと、事業終了時 事業終了時 ー ー

下水道台帳及び管きょ調書、ストック台帳の確認
提出用電子ファイルの確認

下水道台帳及び管きょ調書、ストック台帳の確認
提出用電子ファイルの確認

ー ー

5年ごと、年度ごと ー ー ー

物品管理台帳
納品書等の確認

ー ー ー

86 管路施設の物品調達管
理業務

5 その他
(3)物品等の調達・管理に関する事項
業務を行う上で必要となる下記の 物品等を調達し、適切に管理を行うこと。ま
た、調達に 当たって は、適切な品質及び規格のものとし、設備及び機器等を劣
化させないものとすること。
・維持管理 に必要な消耗品、部品、付属品及び予備品等
・その他 維持管理 に必要な全ての機械器具、計測機器、工具類、事務機器
類及びその他雑用類

要求水準書 第７ー５ー（３）

□調達に当たっては、適切な品質及び規格のものとする
(維持管理 に必要な消耗品、部品、付属品及び予備品等、その他
維持管理に必要な全ての機械器具、計測機器、工具類、事務機器
類及びその他雑用類)

物品管理台帳
納品書

下水道台帳及び管きょ調書
ストック台帳
提出用電子ファイル

85 管路施設のその他業務

5 その他
(2)施設情報管理に関する事項
維持管理、保全管理で発生した情報（異常情報 ・故障情報 、保守点検・調
査情報 、修繕情報 ）を市が 提供する 「下水道台帳及び管きょ調書、ストック
台帳」 を利用し管理すること。 なお、運営権者が別途、管理用システムを用意
し、 管理すること を 妨げないが、契約終了時においては、 ＣＳＶ 、 ＥＸＣ
ＥＬ ファイル形式等の汎用的なファイル形式にて、当該データを市又は市の指
定した 者 に提出する こと 。

要求水準書 第７ー５ー（２）

□維持管理、保全管理で発生した情報（異常情報 ・故障情報 、
保守点検・調査情報 、修繕情報 ）を市が提供する 「下水道台帳
及び管きょ調書、ストック台帳」 を利用し管理すること
□契約終了時においては、 ＣＳＶ 、 ＥＸＣＥＬ ファイル形式等の
汎用的なファイル形式にて、当該データを市又は市の指定した者に提
出する

計画期間終了後、
翌月10まで

事業終了30日前ま
で
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別表５　任意事業にかかるセルフモニタリング項目

0次:課⾧、担当者等 １次:施設部⾧ ２次:社⾧＋コーポレート部⾧ ３次:モニタリング評価委員会 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 チェック１ チェック２

- 任意事業開始前 任意事業開始前 任意事業開始前 任意事業開始前

- 法令等の確認 法令等の確認 法令等の確認 法令等の確認

- 任意事業開始前 任意事業開始前 任意事業開始前 任意事業開始前

- 市への説明書類等の作成、確認、保管
市への事業内容説明

承認記録の保管状況確認
承認記録の確認 承認記録の確認

- 収入、費用の発生の都度 収入、費用の発生の都度 月次 単年度事業報告書作成時

- 証憑等の適切な保管 証憑等の確認 証憑等の確認
会計処理内容の確認

区分会計内容の確認

- 契約の都度 契約の都度 月次 -

- 契約書類の作成、保管 契約書類の確認
保管状況の確認

契約書類の確認 -

- 任意事業期間 任意事業期間 - -

- 活動実績記録の確認 計画に沿った活動状況の確認 - -
5 - なし 計画の実施実績 □計画進捗率

4 - なし 契約書類の管理 □契約書類の保管の適切性

3 - なし 任意事業に関する会計処理 □区分会計の徹底（総務財務課と確認のうえ実施すること）

2 - なし 事業内容に関する市の承認 □市の承認記録の保管の適切性

1 - なし 関係法令等の遵守 □事業に必要な許認可等

No 要求水準項目 市モニタリング
項目の設定

市モニタリング
項目の設定

セルフモニタリング項目 重要確認項目
階層ごとのセルフモニタリングの実施頻度・時期（上段）と実施方法・内容（下段） 市へのモニタリング報告　（〇〇年度） セルフモニタリングの実施時期
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別紙３ 市モニタリング項目表（フォーマット） 
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市モニタリング項目表（サンプル） 

 

結果

チェック１ チェック２ 頻度 書類 会議 現地 適合 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月

市によるモニタリング

確認先
確認（承諾）方法 確認（承諾）記録

備考

8 モニタリング

自らが事業全体に対し責任を持つものとし、セルフモニタリングを実施する。なお、
財務等その妥当性の検証のために専門的知見及び客観性を必要とする項目に
ついては、運営権者自らの提案により外部機関を活用したセルフモニタリングを実
施することも可能とする。

要求水準書 第２ー８
□セルフモニタリング実施計画書との整合性
□提出期限の遵守 セルフモニタリング結果報告書

7 情報開示

下水道事業は市民生活に直結する重要な社会インフラであることを踏まえ、市民
に対し、適時、適正な情報を公平かつ継続的に開示し、経営の透明性の確保に
努め、以下に掲げる事項を満たすこと。

　ア　開示する情報は、経営方針、経営計画、財務内容、事業内容などの
　　　経営情報で、積極的な開示に努めること。
　イ　情報開示の方法は、インターネットや印刷物を用い、より広く、継続的で
　　　分かりやすい開示に努めること。

要求水準書 第２－５

□経営方針、経営計画、財務内容、事業内容
　などの経営情報の開示
□広く、継続的で分かりやすい開示
□ホームページ情報開示更新回数

ホームページ
開示書類

⾧期経営計画書(内部統制の構築)6 内部統制
内部統制の体制と方法を定め、倫理行動基準、情報セキュリティの確保、内部
通報及び外部通報、不正防止など内部統制に関する基本方針を明確にし、確
実に機能させること。

要求水準書 第２ー４

□内部統制の体制
□倫理行動基準、情報セキュリティの確保、内部通
　報及び外部通報、不正防止などに関する基本方
　針の制定

5 財務管理

事業期間を通して次に掲げる事項を満たし、健全な財務状況を維持すること。

　ア　事業期間を通じ、事業の安定性や継続性を保つための資金調達方針
　　　が明確で適切に機能する体制を整えており、必要な一切の資金が確
　　　保されていること。
　イ　収支の見通しが適切で、明確かつ確実なものとなっていること。
　ウ　財務状況の健全性を把握するに当たり、本事業の実情に応じた財務諸
　　　表を選択し、KPIとして管理の適正化を図ること。

要求水準書 第２－３

□利用料金の計画値と実績値との乖離額
□請求日・請求金額・請求内容の整合不具合件数
□経常収支比率
□売上高経常利益率
□当座比率・自己資本比率

計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、個別注記表又は注記事項、その他運営権者
による計算書類に基づいた財務分析の結果）

4 実施体制の確保

事業期間を通じてア～エに掲げる事項を満たす、適正かつ確実に事業を遂行で
きる体制を設けること。

　ア　本事業の業務内容を細分化し、各業務に対する責任の所在を明確に
　　　すること
　イ　各業務の責任については、当該業務に付随するリスクを最もコントロール
　　　しうるものが負うものとし、責任分界点を明確にし、適切なリスク分担と
　　　なるようにすること。
　ウ　各業務の遂行に適した能力・経験を有する者が当該業務を実施する
　　　よう体制を確保すること。
　エ　業務全体の効率的・効果的な遂行を管理するための体制・方法の
　　　明確化と、確実かつ機能的な実施体制を確保すること。

要求水準書 第２－２

適正かる確実に事業を遂行できる体制として、
　□業務内容の細分化、各業務に対する責任の所
　　在を明確化
　□各業務の責任分界点明確化、適切なリスク
　　分担
　□各業務の遂行に適した能力・経験を有する者の
　　配置
　□業務全体の効率的・効果的な遂行を管理する
　　体制及び方法

⾧期経営計画書(適切な管理体制の構築)
中期経営計画書(確実な運営管理体制の確立)
年度経営計画書(運営体制)
有資格者名簿及び資格証明書類写し

3 経営計画書の作成
（年度経営計画書）

⾧期経営計画、中期経営計画を実現するに当たり、より具体的に当該年度毎に
経営、改築、維持管理及び増築に関し、以下の内容を含む計画を作成するこ
と。
　
　経営　　　　当該事業年度の「運営体制」、「必要とする技術者要件と配置
　　　　　　　　予定」、「委託等の計画」、「収支計画」及び「環境対策及び
　　　　　　　　地域貢献に関する計画」に関する主要な事項。その他、運営
　　　　　　　　権者自らが事業実施に当たって重要と考える事項。
　改築　　　　改築計画のうち、当該年度に行う工事に関する主要な事項。
　維持管理　年度維持管理計画書に関する主要な事項。
　増築　　　　要求水準書第８「管路施設の増築に関する要求」に示す管路
　　　　　　　　施設の増築を行うに当たり、市と協議のうえ単年度の増築計画
　　　　　　　　を取りまとめた事項。

※なお、管路の増築については、公道及び私道内の延伸を想定しているが、
　住民の要望を受け実施することを踏まえ、上記各計画へ反映させること。

要求水準書 第２－１－（３）

年度経営計画書の作成
　□⾧期・中期事業計画、財務計画、
　　　業務実施計画の整合性
　□提案書との整合性
　□提出期限の遵守（前年12月末日）

年度経営計画書

中期経営計画書2 経営計画書の作成
（中期経営計画書）

⾧期経営計画を踏まえ、マイルストーンとして５年毎（ただし、本事業開始予定
日を含む事業年度からは２年間とし、当該５年間中に本事業期間が終了する
場合は本事業終了日を含む事業年度までの期間）に経営、改築及び維持管
理に関し、以下の内容を含む計画を作成すること。

　経営　　　　５年間（ただし、本事業開始予定日を含む事業年度からは２
　　　　　　　　年間とし、当該５年間中に本事業期間が終了する場合は本事
　　　　　　　　業終了日を含む事業年度までの期間）の運営体制、収支計画
　　　　　　　　及びその他経営上の重要事項。
　改築　　　　改築計画における主要事項。
　維持管理　年度維持管理計画書及び月間維持管理計画書の主要事項。

要求水準書 第２－１－（２）

中期経営計画書の作成
　□⾧期事業計画、財務計画、業務実施計画
　　　との整合性
　□提案書との整合性
　□提出期限の遵守
　　（第1期:R3年12月末日、
　　　第2期以降:素案 前年8月末日
　　　　　　　　　　　最終:前年12月末日）

セルフモニタリングの実施時期

1 経営計画書の作成
（⾧期経営計画書）

技術提案を踏まえ、運営体制、収支計画、改築及び維持管理の実施方針等を
含む20年間の事業期間全体を俯瞰した、経営、改築、及び維持管理に関する
計画、地域貢献に関する基本方針を作成すること。

要求水準書 第２－１－（１）

⾧期経営計画書の作成
　□財務計画と業務実施計画の整合性
　□提案書との整合性
　□提出期限の遵守（R3年12月末日）

⾧期経営計画書

別表１－１　経営に関する業務のセルフモニタリング項目

No 対象業務 要求水準等 記載書類 章節項目等 確認事項 確認図書
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15 その他必要事項

第三者賠償責任保険はもとより本事業を実施するに当たり、実施契約書に定め
るリスク分担を負担する上で、運営権者自らが必要と考える保険への加入を行う
こと。

要求水準書 第２－１２ □　必要な保険への加入 加入保険証書

⾧期経営計画書(個人情報の取り扱いに関する規
定の制定)14 個人情報保護

個人情報の保護に関する法律および三浦市個人情報保護条例に準拠し、個
人情報の取り扱いに関する規程を定めること。

要求水準書 第２－１１ □　個人情報取扱規程の制定

13 地域住民等とのコミュニ
ケーション

本事業の実施に際し、以下に掲げる事項を考慮し、地域住民等とのコミュニケー
ションを図ること。

　ア　広報活動に関する要求
　イ　見学者等の対応
　ウ　苦情等への対応

要求水準書 第２ー１０－（３） □　広報活動の計画達成率 ⾧期経営計画書(地域貢献に関する基本方針)

12 地域経済への貢献

本事業の実施に際し、以下に掲げる事項を考慮し、地域貢献に関する基本方
針を定め⾧期経営計画書に記載すること。また、地元企業の利活用目標を自ら
が定め、実施計画を策定し年度経営計画書に盛り込み、市に提出すること。

　・ 地域との連携や協働による事業展開
　・ 地元企業等との連携・協力
　・ 地元発注、地域住民の雇用
　・ 地域活性化につながる事業展開

要求水準書 第２ー１０－（２）

□　地元雇用率
□　地元企業発注率
□　地元経済還元率（地元発注額/発注総額）

⾧期経営計画書(地域貢献に関する基本方針)

11 環境対策

事業期間を通して次に掲げる事項を満たし、環境に配慮した対策を講じること。
　
　・ 関係法令に定められる環境に係る基準や要求事項の遵守
　・ 省エネルギー技術導入及び効率的な維持管理による対象施設全体での
　　 温室効果ガス排出量の削減
　・ リサイクル製品やグリーン調達の積極的な推進
　・ 悪臭等施設周辺の環境対策
　・ 施設への出入車輌の交通安全対策の実施
　・ 振動・騒音等への配慮
　・周辺環境・景観への配慮
　・電波障害に係る対策

要求水準書 第２－１０－（１）

□　環境に配慮した対策
□　臭気・振動・騒音・苦情発生件数
□　汚水処理水量1㎥あたりのCO2排出量
□　下水道汚泥リサイクル率
　　　（汚泥利用量/発生汚泥量）

⾧期経営計画書(環境対策)

⾧期経営計画書(技術管理)10 技術管理

本事業の対象施設が衛生的で快適な生活環境や企業等の経済活動をささえ
ると同時に、公共用水域の水質保全等において重要な施設であることを踏まえ、
効果的な改築及び維持管理を実施できるよう、以下に掲げる事項を考慮し、適
切な技術管理を行うこと。

　ア　適正に事業を実施するために、必要な技術的能力の向上並びに
　　　技術者、技能労働者等の育成及び確保を図ること。
　イ　本事業は、効率性、安全性、環境への影響等が重要な意義を有する
　　　ことに鑑み、継続的に、より適切な技術の選定及び業務の改善に取り
　　　組むことにより、品質を確保すること。
　ウ　委託等をする場合は、当該業務の実施に当たり法令上求められる要
　　　件及び市が別途定める要件はもとより、運営権者自らが必要と考える
　　　実施要件を定め、これを達成可能な適切な者に業務を行わせること。

要求水準書 第２ー９－（２）

□　必要な技術的能力の向上並びに技術者、
　　技能労働者等の育成及び確保
□　継続的に、より適切な技術の選定及び業務の
　　改善に取り組むことによる、品質の確保
□　委託等をする場合、法令及び市並びに運営
　　権者が定めた要件を達成可能な適切な者に
　　業務を行わせる。

9 危機管理

災害、事故などのリスクを想定して有効な対策を講じておくととともに、緊急事態が
発生した場合には被害を最小限に抑制できるように、以下に掲げる事項を考慮
し、適切な対応を行うこと。

　ア　災害、事故等の緊急時の体制の構築
　イ　災害、事故等の緊急時の対応
　ウ　各事態を想定した訓練の実施
　エ　想定外の機器事象への対応業務

要求水準書 第２－９－（１）

□災害、事故などのリスクを想定した有効な対策
□緊急事態発生時の適切な対応
□要求水準の遵守
□提出期限の遵守（R3年12月末日）
□「三浦市地域防災計画」及び「事業継続計画」
　との整合性

⾧期経営計画書(危機管理)
中継経営計画書(災害時・緊急事態発生時の防災
体制)
SPC業務継続計画


